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１）むし歯（う蝕、う歯）

    むし歯とは、現在未処置のむし歯と、処置されたむし歯及びむし歯によって

　抜去された歯を含んだものをいう。

２）ＤＭＦＴ指数（１人平均むし歯数）

被検者全員の（Ｄ＋Ｍ＋Ｆ）数

　Ｄ：Decayed Teeth 永久歯のむし歯で未処置のもの。

　Ｍ：Missing Teeth 永久歯のむし歯が原因で抜去したもの。

　Ｆ：Filled Teeth  永久歯のむし歯で処置を完了したもの。

３）むし歯保有者（有病者）率

むし歯を有する者の数

４）ＣＰＩコード

    ●新コード

　　　○歯肉出血　　　　　　　　　　○歯周ポケット

　　　　０：健全  ０：健全

　　　　１：出血あり  １：４～５ｍｍに達するポケット

　　　　９：除外歯  ２：６ｍｍを超えるポケット

　　　　×：該当する歯なし  ９：除外歯

 ×：該当する歯なし

    ●旧コード

        ０：異常なし

        １：プロービング後３０秒以内の出血

        ２：歯肉縁上または縁下歯石の存在

        ３：歯周ポケットの深さが４～５ｍｍ

        ４：歯周ポケットの深さが６ｍｍ以上

         ※対象歯がない場合は、コードなし

用用　　語語　　のの　　定定　　義義

ＤＭＦＴ指数＝   
被 検 者 数　　

むし歯保有者（有病者）率＝ ✕１００
 被 検 者 数

－1－
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＜国庫補助 定額＞

内　　　　容

88002200運運動動及及びび歯歯科科口口腔腔保保健健のの
推推進進にに関関すするる検検討討評評価価委委員員会会

　８０２０運動及び歯科口腔保健の推進に関する事業計画の検
討や評価を行う

（１）　災害時歯科保健医療活動研修(R1～)
　災害時の避難所等における歯科保健医療活動が実施できる
人材を育成するための研修会を実施（歯科医師会委託）

（２）　歯科専門職向け糖尿病重症化予防研修（R2～）
　歯科専門職を対象に糖尿病重症化予防のための他職種連携
等についての研修会を実施（歯科医師会委託）

＜国庫補助 定額＞

（１）　口腔保健支援センター設置・運営
　京都歯と口の健康づくり推進協議会（京都８０２０運動推進協議
会）の開催

（２）　障害者等歯科健診・指導事業
　障害者及び要介護高齢者施設の利用者等を対象に歯科疾患
予防や改善のため、歯科健診・保健指導を実施（歯科医師会委
託）

（３)　大学等における歯科健診推進事業（新規）
　大学等において、歯科健診や歯科疾患予防に関する普及啓
発を実施する。また、今後の歯科健診の実施に向けた支援や大
学内の保健センター等を活用して歯科相談等ができる体制を構
築（歯科医師会委託）

＜基金＞

＜府単費＞

母
子
・
学
校

歯
科
保
健
事
業

フフッッ素素にによよるる子子どどもものの
むむしし歯歯予予防防事事業業（（HH77～～））

　フッ化物塗布・洗口を実施する市町村に対する補助金の交付
　小児のむし歯予防に優れた効果を発揮するフッ化物の塗布・
洗口を実施する市町村に対し補助金を交付し、生涯を通じた歯
の健康づくりの対策の充実を図る

令令和和６６年年度度　　京京都都府府歯歯科科保保健健事事業業

事　　　　項

８
０
２
０
運
動

推
進
特
別
事
業

歯歯科科専専門門職職人人材材育育成成研研修修事事業業

歯歯科科保保健健指指導導事事業業
　保健所における看護師、介護職員、養護教諭等地域保健活
動従事者を対象に歯科保健関連研修等の実施

口
腔
保
健
推
進
事
業

口口腔腔保保健健推推進進事事業業((HH2255～～))

高
齢
者

歯
科
保
健
事
業

在在宅宅要要介介護護者者口口腔腔支支援援体体制制
整整備備事事業業（（HH2277～～））

　在宅歯科医療を推進するための人材育成及び体制整備事業
に対する補助金の交付
（１）訪問歯科診療に対応できる人材の養成
（２）地域の中核となる病院等と在宅医療に関する検討会の開催
（３）多職種との連携体制を構築し、訪問歯科診療体制整備を推
進
（４）ICTを活用した要介護者の口腔機能管理・食支援を推進
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保健所名 実施月日 事業名 参加人数 実施場所 対象者

5月31日～
6月10日

歯と口の健康週間啓発 乙訓保健所ロビー 府民

6月1日 歯のひろば 56
大山崎町保健セン
ター

大山崎町民

6月8日 歯のひろば 80 向日市保健センター 向日市民

9月7日 長岡京市まるごとヘルシーフェスタ 146 バンビオ１番館 長岡京市民

10月6日 大山崎町民体育祭 101  大山崎町民、大山崎町在勤者

2月2日 子育てふれあいフェスタ 250
長岡京市中央生涯学
習センター

府民

7月11日
働き盛り世代の歯と口の健康づくり啓
発事業

109 城陽商工会議所 事業所健診受診者

12月～1月
健康長寿・データヘルス推進プロジェ
クト地域診断シート作成ヒアリング

管内市町村保健セン
ター等

管内市町村担当者

6月18日 働き盛り予防啓発事業 11
京セラ株式会社けい
はんなリサーチセン
ター

従業員

11月7、8日 働き盛り予防啓発事業 27 和束町商工会 商工会会員

8月26日
京都丹波地域府民会議専門部会｢歯
の健康8020推進部会｣

17 南丹保健所

各市町村担当者、歯科医師
会、歯科衛生士会、学校保健
会、教育委員会、教育局、健康
対策課等

12月7日

母子歯科保健事業
・子育て応援フェスタ
・乳幼児、保護者への口腔ケア対策
の啓発

345 ガレリアかめおか
京都丹波子育て応援フェスタ参
加住民

①7月12日
②7月16日
③7月23日

成人歯科保健事業
・オーラルフレイル予防啓発

199

①京丹波町役場
②日吉生涯学習セン
ター
③ガレリアかめおか

京都労働基準協会園部支部健
康診断受診者

10月26日
成人歯科保健事業
・歯科疾患予防啓発

117
道の駅
京都丹波
味夢の里

秋の京都丹波ウォーキングイベ
ント参加者

6月 歯と口の健康週間街頭啓発 345 南丹保健所 特定医療費申請者

6月 歯と口の健康週間所内展示 55 南丹保健所 一般府民

令和6年
成人の日

歯科健診受診促進啓発事業
・はたちの会での歯科健診受診啓発

1,130 各市町村
亀岡市、南丹市、京丹波町の
新成人

6月
歯と口の健康週間
・ポスター等展示

①福知山総合庁舎
②京都北都信用金庫
（福知山中央支店）

府民

7月18日
歯と口の健康週間
・健康教育

30
府立福知山高等学校
三和分校

三和分校生徒、教師

7月 丹波歯科医師会との連絡会 - 丹波歯科医師会会長

4月8日
働き盛りの歯周病予防啓発事業
　健康教育

42
福知山市企業交流プ
ラザ

新入社員

6月12、13日 働き盛りの歯周病予防啓発事業 500 福知山市武道館 労働基準協会健診受診者

3月
働き盛りの歯周病予防啓発事業
　健康情報だより発行

26 - きょうと健康づくり実践企業等

令令和和６６年年度度保保健健所所ににおおけけるる歯歯科科保保健健事事業業

乙訓

山城北

山城南

南丹

中丹西
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・はたちの会での歯科健診受診啓発
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亀岡市、南丹市、京丹波町の
新成人

6月
歯と口の健康週間
・ポスター等展示
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②京都北都信用金庫
（福知山中央支店）

府民

7月18日
歯と口の健康週間
・健康教育
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府立福知山高等学校
三和分校

三和分校生徒、教師

7月 丹波歯科医師会との連絡会 - 丹波歯科医師会会長
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令令和和６６年年度度保保健健所所ににおおけけるる歯歯科科保保健健事事業業

乙訓

山城北

山城南

南丹

中丹西

6月28日 親と子のよい歯のコンクール
8組
16人

中丹東保健所
親と子のよい歯のコンクール被
推薦者

6月

歯の健康週間
・啓発ポスター掲示
・歯周病予防啓発パネル掲示
・啓発リーフレット、物品配布

100
・中丹東保健所
・舞鶴総合庁舎
・綾部総合庁舎

来庁者

①6月5日
②6月27日

歯の健康週間
・啓発リーフレット、物品配布

300

①あやべ・日東精工
アリーナ
②舞鶴市文化公園体
育館

労働基準協会健診受診者

10月6日 あやべ食育・すこやかフェスティバル 74
あやべ・日東精工ア
リーナ

あやべ食育・すこやかフェスティ
バル来場者

11月13日 歯科保健啓発事業 110 舞鶴市中総合会館 労働安全衛生大会来場者

1月23日 歯科保健推進部会 18 中丹東保健所
管内の歯科保健に従事する行
政職及び各職能団体の代表者

4月8日 親と子のよい歯のコンクール 2 歯科医院
親と子のよい歯のコンクール被
推薦者

6月 歯と口の健康週間（展示、啓発）
丹後振興局府民ホー
ル

来庁者

6月14日 健康づくりニュース発行 145事業所
管内登録企業・事業
所

従業員、職域団体等の職員

6月23日 府民公開講座 120
生涯学習センター知
遊館（与謝野町）

住民

9月27日 丹後安全衛生推進大会 90
与謝野町勤労者総合
福祉センター

大会参加者

10月14日 歯のひろば 140 宮津市島崎公園
みやづ健康フェスティバル参加
者

10月22日
安全衛生委員会研修
「女性の健康・口の健康」

33
天橋園地域交流ス
ペース

介護老人福祉事業所職員

1月14日～
1月28日

丹後地域に「歯科口腔の健康」に関
わる支援の実態調査

103 -
在宅歯科保健に関わる関係機
関

40事業
4,692人
145事業所

中丹東

丹後
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市市町町村村ににおおけけるる歯歯科科保保健健事事業業（（概概要要）） 

 
＜＜母母子子歯歯科科保保健健＞＞                             
 ①妊産婦等歯科健診・保健指導 

  ○対象：妊産婦、乳児 

   内容：口腔内診査、むし歯予防と健康な歯の発育・成長を促すために口腔衛生状態の調査

歯みがきの実技指導、食生活指導等 

 

 ②歯科健康診査 

  ○対象：１歳６か月児、３歳児 

   内容：１歳６か月児のむし歯の状態、口腔軟組織の疾患、咬合異常、その他の異常の診

査、むし歯予防と口腔の健康に関する指導 

      ３歳児のむし歯の状態、口腔軟組織の疾患、咬合異常、その他の異常等の診査、

歯みがきの実技指導、食生活指導、むし歯予防と口腔の健康に関する指導  

 

 ③その他 

  ○対象：１歳６か月児・３歳児以外の乳幼児 

   内容：歯科健康診査、歯科保健指導 

      ※府保健所事業は「令和６年度保健所における歯科保健事業」参照  

 

＜＜学学校校歯歯科科保保健健＞＞ 
  ○対象：小・中・高等学校の児童生徒 

   内容：児童・生徒ともに、むし歯のある者の割合は経年的に減少しているが、健康診断      

での疾病異常割合は全年齢において男女ともに「むし歯」の被患率は高いため、      

学校において歯科健康診査、口腔衛生指導を実施  

      ※令和６年度実施状況は京都府教育庁指導部保健体育課のデータを掲載 

                                                              
＜＜フフッッ素素にによよるる子子どどももののむむしし歯歯予予防防事事業業＞＞ 
    ○対象：実施市町村在住の２歳児から小学６年生 

   内容：幼児から小学校までの一貫したむし歯予防対策の推進のため、平成７年度から 

フッ化物塗布・洗口事業を府が市町村補助事業として制度化 

      
＜＜成成人人期期のの歯歯科科保保健健事事業業＞＞ 
 ①健康増進事業（歯周疾患検診） 

   ○対象：府内市町村の区域内に居住地を有する20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の者 

    内容：歯周疾患はむし歯とともに中高年期以降における歯の喪失原因の大部分を占め、      

40歳代を境に増加しているため歯周疾患検診を実施。令和６年度からは生涯を通

じた切れ目のない歯科健診の実現に向けて20歳、30歳を対象に追加 

  

 ②成人歯科健診 

  ○対象：実施市町村在住の成人 

   内容：節目以外の成人を対象に歯科健康診査、歯科保健指導を実施           
 
＜＜高高齢齢期期のの歯歯科科保保健健事事業業＞＞ 
  後期高齢者歯科健診 
  ○対象：実施市町村在住の後期高齢者（対象者は市町村が設定） 

内容：口腔内診査、口腔機能評価（咬合の状態、咀嚼能力評価、舌機能評価、嚥下機能   

評価、口腔衛生状態、口腔乾燥、歯周組織の状況等）を実施 
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人 人 本 人 本 ％ 人 人 人

向日市 409 399 1 1 0.00 0.25 14 28 24

長岡京市 650 638 11 4 0.02 0.63 37 19 1

大山崎町 177 177 0 0 0.00 0.00 5 17 5

宇治市 1053 1025 11 3 0.01 0.29 58 59 46

城陽市 387 381 0 0 0.00 0.00 14 19 49

久御山町 81 68 8 3 0.12 4.41 3 10 6

八幡市 367 341 20 6 0.06 1.76 31 31 29

京田辺市 543 530 5 2 0.01 0.38 73 18 16

井手町 38 36 0 0 0.00 0.00 0 0 0

宇治田原町 49 45 0 0 0.00 0.00 4 5 1

木津川市 542 499 16 6 0.03 1.20 53 100 109

笠置町 2 2 0 0 0.00 0.00 0 1 1

和束町 4 4 0 0 0.00 0.00 1 0 0

精華町 188 188 0 0 0.00 0.00 6 19 29

南山城村 6 6 0 0 0.00 0.00 2 2 1

亀岡市 573 548 4 3 0.01 0.55 85 112 27

南丹市 144 143 4 1 0.03 0.70 19 28 33

京丹波町 32 31 0 0 0.00 0.00 2 1 0

福知山市 509 492 0 0 0.00 0.00 66 41 18

綾部市 163 160 0 0 0.00 0.00 5 4 5

舞鶴市 462 440 4 1 0.01 0.23 0 6 27

宮津市 65 65 0 0 0.00 0.00 1 3 3

京丹後市 277 277 0 0 0.00 0.00 106 37 6

与謝野町 96 94 0 0 0.00 0.00 0 5 4

伊根町 8 6 0 0 0.00 0.00 0 1 2

合合計計 66,,882255 66,,559955 8844 3300 00..0011 00..4455 558855 556666 444422

令令和和６６年年度度歯歯科科健健康康診診査査実実施施状状況況    

その他
の異常

対象者数

（１）１歳６か月児歯科健康診査

受診者数
むし歯
の

総数市町村名

むし歯
有病者率

１人平均
むし歯数

むし歯の
ある者の
総数

軟組織
の異常

咬合
異常
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京都府※1 京都市 京都府合計 全国 京都府※1 京都市 京都府合計 全国

　　２７年度 0.04 0.03 0.03 0.05 1.5 1.1 1.3 1.8

　　２８年度 0.04 0.03 0.03 0.04 1.6 1.0 1.3 1.5

　　２９年度 0.04 0.02 0.03 0.04 1.4 0.8 1.1 1.3

　　３０年度 0.04 0.02 0.03 0.03 1.4 0.8 1.1 1.2

令和元年度 0.03 0.02 0.03 0.03 1.0 0.8 0.9 1.0

２年度 0.05 0.02 0.03 0.03 1.6 0.9 1.2 1.1

３年度 0.03 0.01 0.02 0.02 1.1 0.5 0.8 0.8

４年度 0.02 0.01 0.02 0.02 0.8 0.5 0.6 0.7

５年度 0.02 0.01 0.02 0.02 0.7 0.5 0.6 0.6

６年度 0.01 0.01 0.01 ※２ 0.5 0.4 0.4 ※２

数値：　全国 　　厚生労働省　地域保健・健康増進事業報告

　　※１　京都市を除く

　　※２　令和６年度の全国の数値は未公表

１１歳歳６６かか月月児児むむしし歯歯りり患患状状況況のの年年次次推推移移

１人平均むし歯数（本） むし歯有病者率（％）

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

本 １人平均むし歯数

京都府※1

京都市

京都府合計

全国
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0.4

0.6

0.8
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2.0

％ むし歯有病者率
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京都府合計

全国
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人 人 本 人 本 ％ 人 人 人

向日市 465 452 89 25 0.20 5.53 14 59 9

長岡京市 725 714 98 32 0.14 4.48 13 40 5

大山崎町 193 192 50 15 0.26 7.81 1 33 13

宇治市 1176 1158 218 74 0.19 6.39 21 188 122

城陽市 464 458 114 43 0.25 9.39 4 67 42

久御山町 88 76 13 7 0.17 9.21 3 20 4

八幡市 396 374 129 46 0.34 12.30 21 85 25

京田辺市 629 605 92 39 0.15 6.45 27 148 0

井手町 43 41 12 3 0.29 7.32 0 0 2

宇治田原町 61 51 7 5 0.14 9.80 1 5 5

木津川市 765 735 266 72 0.36 9.80 48 191 80

笠置町 2 2 0 0 0.00 0.00 0 2 0

和束町 8 7 6 1 0.86 14.29 1 2 2

精華町 243 237 57 17 0.24 7.17 6 45 24

南山城村 10 8 4 1 0.50 12.50 0 3 1

亀岡市 640 600 300 83 0.50 13.83 24 157 44

南丹市 143 143 46 14 0.32 9.79 4 23 6

京丹波町 50 50 8 4 0.16 8.00 1 7 0

福知山市 607 591 167 42 0.28 7.11 62 107 39

綾部市 194 190 37 13 0.19 6.84 0 6 5

舞鶴市 480 465 166 46 0.36 9.89 7 23 40

宮津市 67 67 5 2 0.07 2.99 0 9 2

京丹後市 298 296 62 21 0.21 7.09 42 48 5

与謝野町 97 95 9 2 0.09 2.11 1 8 9

伊根町 17 17 4 3 0.24 17.65 0 1 2

合合計計 77,,886611 77,,662244 11,,995599 661100 00..2266 88..000011 330011 11,,227777 448866

令令和和６６年年度度歯歯科科健健康康診診査査実実施施状状況況    

市町村名
対象者数 受診者数

（２）３歳児歯科健康診査

むし歯の
ある者の
総数

むし歯
有病者率

１人平均
むし歯数

軟組織
の異常

咬合
異常

むし歯
の

総数

その他
の異常
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京都府※1 京都市 京都府合計 全国 京都府※1 京都市 京都府合計 全国

　　２７年度 0.62 0.43 0.52 0.58 19.4 14.5 16.8 17.0

　　２８年度 0.58 0.44 0.50 0.54 17.3 14.1 15.6 15.8

　　２９年度 0.53 0.38 0.45 0.49 16.5 13.0 14.6 14.4

　　３０年度 0.50 0.37 0.43 0.44 15.1 12.4 13.6 13.2

令和元年度 0.47 0.35 0.40 0.39 13.9 11.6 12.6 11.9

２年度 0.44 0.47 0.45 0.39 13.5 14.7 13.9 11.8

３年度 0.34 0.45 0.40 0.33 10.9 14.1 12.6 10.2

４年度 0.33 0.34 0.33 0.28 10.0 12.1 11.1 8.6

５年度 0.27 0.32 0.30 0.24 8.5 11.0 9.9 7.7

６年度 0.26 0.26 0.26 ※２ 8.0 9.0 8.5 ※２

数値：　全国 　　厚生労働省　地域保健・健康増進事業報告

　　※１　京都市を除く

　　※２　令和６年度の全国の数値は未公表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３３歳歳児児むむしし歯歯りり患患状状況況のの年年次次推推移移

１人平均むし歯数（本） むし歯有病者率（％）
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％ むし歯有病者率
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（％）

区区分分　　　　      年年度度 2277年年度度 2288年年度度 2299年年度度 3300年年度度
令令和和

元元年年度度
２２年年度度 ３３年年度度 ４４年年度度 ５５年年度度 ６６年年度度

不不正正咬咬合合ののああるる者者 12.6 12.8 15.4 14.1 14.2 15.2 15.9 16.9 17.5 16.7

※京都市を除く。

                                                                                                        ..

３３歳歳児児歯歯科科健健康康診診査査不不正正咬咬合合出出現現率率のの年年次次推推移移
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－17－



1
5
.0

9
9

全
国

１
９

位
全

国
２

０
位

 

全
国

２
６

位
全

国
３

０
位

厚
生

労
働

省
　

地
域

保
健

・
健

康
増

進
事

業
報

告
か

ら
算

出

令令
和和

５５
年年

度度
１１

歳歳
６６

かか
月月

児児
及及

びび
３３

歳歳
児児

１１
人人

平平
均均

むむ
しし

歯歯
数数

・・
むむ

しし
歯歯

有有
病病

者者
率率

都都
道道

府府
県県

比比
較較

0
.0

0

0
.0

1

0
.0

2

0
.0

3

0
.0

4

新 潟 県

島 根 県

石 川 県

富 山 県

岡 山 県

鳥 取 県

奈 良 県

兵 庫 県

東 京 都

徳 島 県

神 奈 川 県

愛 知 県

宮 崎 県

山 形 県

千 葉 県

大 分 県

広 島 県

静 岡 県

京 都 府

山 梨 県

三 重 県

群 馬 県

宮 城 県

熊 本 県

埼 玉 県

和 歌 山 県

滋 賀 県

佐 賀 県

全 国
高 知 県

栃 木 県

大 阪 府

福 井 県

長 野 県

福 島 県

山 口 県

愛 媛 県

岩 手 県

香 川 県

青 森 県

岐 阜 県

鹿 児 島 県

北 海 道

長 崎 県

茨 城 県

福 岡 県

沖 縄 県

秋 田 県

本

１
歳

６
か

月
児

１
人

平
均

む
し

歯
数

0
.0

0
.2

0
.4

0
.6

0
.8

1
.0

1
.2

1
.4

1
.6

新 潟 県

石 川 県

岡 山 県

島 根 県

富 山 県

山 形 県

徳 島 県

愛 知 県

奈 良 県

山 梨 県

兵 庫 県

東 京 都

宮 崎 県

神 奈 川 県

滋 賀 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

大 分 県

千 葉 県

京 都 府

静 岡 県

広 島 県

埼 玉 県

三 重 県

群 馬 県

全 国
大 阪 府

宮 城 県

佐 賀 県

愛 媛 県

栃 木 県

岐 阜 県

熊 本 県

高 知 県

長 野 県

山 口 県

福 島 県

香 川 県

福 井 県

鹿 児 島 県

岩 手 県

北 海 道

青 森 県

茨 城 県

長 崎 県

福 岡 県

沖 縄 県

秋 田 県

％

１
歳

６
か

月
児

む
し

歯
有

病
者

率

05

1
0

1
5

2
0

東 京 都

新 潟 県

愛 知 県

静 岡 県

神 奈 川 県

岐 阜 県

埼 玉 県

富 山 県

長 野 県

千 葉 県

兵 庫 県

石 川 県

滋 賀 県

鳥 取 県

全 国
栃 木 県

広 島 県

北 海 道

三 重 県

群 馬 県

福 岡 県

大 阪 府

山 形 県

奈 良 県

茨 城 県

岡 山 県

山 梨 県

徳 島 県

高 知 県

宮 城 県

京 都 府

秋 田 県

福 井 県

大 分 県

和 歌 山 県

愛 媛 県

山 口 県

鹿 児 島 県

岩 手 県

島 根 県

宮 崎 県

熊 本 県

福 島 県

香 川 県

長 崎 県

佐 賀 県

沖 縄 県

青 森 県

％

３
歳

児
む

し
歯

有
病

者
率

0
.0

0
.1

0
.2

0
.3

0
.4

0
.5

東 京 都

新 潟 県

愛 知 県

神 奈 川 県

静 岡 県

石 川 県

長 野 県

富 山 県

埼 玉 県

岐 阜 県

千 葉 県

兵 庫 県

滋 賀 県

広 島 県

鳥 取 県

全 国
栃 木 県

福 岡 県

大 阪 府

群 馬 県

北 海 道

徳 島 県

山 形 県

福 井 県

三 重 県

岡 山 県

京 都 府

奈 良 県

山 梨 県

高 知 県

大 分 県

茨 城 県

宮 城 県

山 口 県

秋 田 県

和 歌 山 県

愛 媛 県

島 根 県

岩 手 県

鹿 児 島 県

熊 本 県

香 川 県

長 崎 県

佐 賀 県

沖 縄 県

福 島 県

宮 崎 県

青 森 県

本

３
歳

児
１

人
平

均
む

し
歯

数

－18－



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３  学校⻭科保健事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－19－





人 人 本 人 本 ％ 人 本 人 人

向日市 449 430 201 93 0.47 21.6 39 64 9 0

長岡京市 713 674 206 155 0.31 23.0 80 132 162 12

大山崎町 137 134 100 44 0.75 32.8 23 37 10 0

宇治市 1,420 1391 953 192 0.69 13.8 301 134 93

城陽市 557 547 194 87 0.35 15.9 40 59 17 6

久御山町 89 88 45 28 0.51 31.8 11 25 20 1

八幡市 524 492 333 98 0.68 19.9 67 139 131 10

京田辺市 682 667 357 98 0.54 14.7 163 435 88 39

井手町 39 38 14 5 0.37 13.2 2 3 0 4

宇治田原町 76 73 66 31 0.90 42.5 0 0 0 0

木津川市 832 820 297 54 0.36 6.6 57 110 42 4

笠置町 2 1 0 0 0.00 0.0 0 0 0 0

和束町 23 23 5 4 0.22 17.4 0 0 0 0

精華町 278 277 109 67 0.39 24.2 4 6 1 0

南山城村 12 12 9 5 0.75 41.7 9 20 3 0

亀岡市 710 681 377 146 0.55 21.4 48 105 74 20

南丹市 247 242 28 22 0.12 9.1 7 21 25 6

京丹波町 59 59 50 10 0.85 16.9 6 10 5 5

福知山市 646 625 158 80 0.25 12.8 74 140 122 12

綾部市 221 203 51 29 0.25 14.3 18 20 12 3

舞鶴市 644 612 283 170 0.46 27.8 60 145 23 14

宮津市 107 106 38 24 0.36 22.6 3 4 1 0

京丹後市 367 362 268 99 0.74 27.3 36 73 29 16

与謝野町 131 130 73 30 0.56 23.1 21 29 10 3

伊根町 7 7 0 0 0.00 0.0 1 1 2 0

合計 88,,997722 88,,669944 44,,221155 11,,557711 1188..11 11,,007700 11,,557788 992200 224488

令令和和６６年年度度歯歯科科健健康康診診査査実実施施状状況況

市町村名
対象者数 受診者数

むし歯
の総数

むし歯の
ある者の
総数

ＧＯ(歯周疾
患要観察
者)と判定さ
れた者

Ｇ(歯周疾
患)と判定さ
れた者

むし歯
有病者率

１人平均
むし歯数

１２歳児歯科健康診査

ＣＯ(要観
察歯)の
ある者

ＣＯ歯数
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京京都都府府

歯・口腔（１） 　　　　　　　　　　　　　　　　歯・口腔（２） 　 　 　 　 　

性別 校種 年齢 在籍者数 (Ａ)＋(Ｂ) その他の歯疾患 「CO」のある者 「ＧO」のある者 「顎関節」 「咬合・歯列」 「歯肉」 対象者 未処置歯数 喪失歯数 処置歯数 DMFT指数

Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ Ｎ Ｎ 本

6 4,375 454 10.38 798 18.24 1,252 28.62 346 7.91 256 5.85 94 2.15 1 0.02 168 3.84 14 0.32

小 7 4,479 657 14.67 848 18.93 1,505 33.60 334 7.46 261 5.83 167 3.73 2 0.04 331 7.39 48 1.07

8 4,612 880 19.08 939 20.36 1,819 39.44 343 7.44 342 7.42 171 3.71 1 0.02 348 7.55 40 0.87

学 9 4,804 1,016 21.15 895 18.63 1,911 39.78 516 10.74 383 7.97 251 5.22 1 0.02 402 8.37 75 1.56

10 4,757 857 18.02 760 15.98 1,617 33.99 582 12.23 347 7.29 258 5.42 3 0.06 357 7.50 103 2.17 4,657 97.90 406 15 508 0.20

男 校 11 4,875 792 16.25 522 10.71 1,314 26.95 610 12.51 394 8.08 237 4.86 1 0.02 398 8.16 96 1.97 4,771 97.87 470 16 730 0.25

計 27,902 4,656 16.69 4,762 17.07 9,418 33.75 2,731 9.79 1,983 7.11 1,178 4.22 9 0.03 2,004 7.18 376 1.35 9,428 97.88 876 31 1,238 0.23

中 12 4,675 788 16.86 387 8.28 1,175 25.13 431 9.22 519 11.10 480 10.27 2 0.04 330 7.06 147 3.14 4,510 96.47 516 39 1,421 0.44

学 13 4,865 789 16.22 347 7.13 1,136 23.35 281 5.78 578 11.88 456 9.37 4 0.08 300 6.17 198 4.07

校 14 4,863 757 15.57 393 8.08 1,150 23.65 173 3.56 661 13.59 440 9.05 6 0.12 306 6.29 192 3.95

計 14,403 2,334 16.20 1,127 7.82 3,461 24.03 885 6.14 1,758 12.21 1,376 9.55 12 0.08 936 6.50 537 3.73 4,510 96.47 516 39 1,421 0.44

15 4,870 776 15.93 370 7.60 1,146 23.53 148 3.04 642 13.18 150 3.08 7 0.14 207 4.25 194 3.98

子 高 16 4,722 857 18.15 452 9.57 1,309 27.72 163 3.45 681 14.42 121 2.56 5 0.11 194 4.11 228 4.83

校 17 4,553 869 19.09 517 11.36 1,386 30.44 146 3.21 747 16.41 112 2.46 7 0.15 196 4.30 191 4.20

計 14,145 2,502 17.69 1,339 9.47 3,841 27.15 457 3.23 2,070 14.63 383 2.71 19 0.13 597 4.22 613 4.33

15 155 27 17.42 22 14.19 49 31.61 11 7.10 32 20.65 6 3.87 1 0.65 7 4.52 6 3.87

高 16 131 33 25.19 14 10.69 47 35.88 2 1.53 26 19.85 8 6.11 0 0.00 2 1.53 6 4.58

校 17 102 19 18.63 12 11.76 31 30.39 3 2.94 24 23.53 2 1.96 0 0.00 2 1.96 5 4.90

（定） 18 100 33 33.00 20 20.00 53 53.00 0 0.00 21 21.00 4 4.00 0 0.00 2 2.00 1 1.00

計 488 112 22.95 68 13.93 180 36.89 16 3.28 103 21.11 20 4.10 1 0.20 13 2.66 18 3.69

6 4,236 398 9.40 712 16.81 1,110 26.20 363 8.57 271 6.40 90 2.12 1 0.02 209 4.93 15 0.35

小 7 4,385 632 14.41 756 17.24 1,388 31.65 369 8.42 295 6.73 133 3.03 0 0.00 334 7.62 40 0.91

8 4,464 816 18.28 824 18.46 1,640 36.74 350 7.84 348 7.80 173 3.88 1 0.02 405 9.07 47 1.05

学 9 4,550 912 20.04 792 17.41 1,704 37.45 540 11.87 408 8.97 154 3.38 2 0.04 361 7.93 51 1.12

10 4,601 798 17.34 573 12.45 1,371 29.80 587 12.76 401 8.72 206 4.48 3 0.07 382 8.30 60 1.30 4,518 98.20 448 10 595 0.23

女 校 11 4,542 685 15.08 473 10.41 1,158 25.50 493 10.85 444 9.78 172 3.79 7 0.15 402 8.85 78 1.72 4,423 97.38 506 26 758 0.29

計 26,778 4,241 15.84 4,130 15.42 8,371 31.26 2,702 10.09 2,167 8.09 928 3.47 14 0.05 2,093 7.82 291 1.09 8,941 97.79 954 36 1,353 0.26

中 12 4,520 844 18.67 392 8.67 1,236 27.35 307 6.79 605 13.38 404 8.94 7 0.15 273 6.04 123 2.72 4,366 96.59 635 61 1,733 0.56

学 13 4,507 844 18.73 383 8.50 1,227 27.22 248 5.50 671 14.89 369 8.19 6 0.13 300 6.66 138 3.06

校 14 4,612 840 18.21 421 9.13 1,261 27.34 202 4.38 760 16.48 304 6.59 22 0.48 332 7.20 156 3.38

計 13,639 2,528 18.54 1,196 8.77 3,724 27.30 757 5.55 2,036 14.93 1,077 7.90 35 0.26 905 6.64 417 3.06 4,366 96.59 635 61 1,733 0.56

15 4,527 864 19.09 400 8.84 1,264 27.92 152 3.36 709 15.66 68 1.50 11 0.24 180 3.98 100 2.21

子 高 16 4,338 912 21.02 433 9.98 1,345 31.01 141 3.25 820 18.90 59 1.36 9 0.21 179 4.13 114 2.63

校 17 4,361 964 22.11 534 12.24 1,498 34.35 143 3.28 873 20.02 67 1.54 13 0.30 180 4.13 115 2.64

計 13,226 2,740 20.72 1,367 10.34 4,107 31.05 436 3.30 2,402 18.16 194 1.47 33 0.25 539 4.08 329 2.49

15 124 23 18.55 13 10.48 36 29.03 3 2.42 28 22.58 7 5.65 3 2.42 6 4.84 2 1.61

高 16 127 35 27.56 18 14.17 53 41.73 3 2.36 24 18.90 2 1.57 2 1.57 6 4.72 3 2.36

校 17 70 23 32.86 10 14.29 33 47.14 0 0.00 26 37.14 1 1.43 1 1.43 0 0.00 1 1.43

（定） 18 72 26 36.11 10 13.89 36 50.00 2 2.78 14 19.44 3 4.17 0 0.00 5 6.94 2 2.78

計 393 107 27.23 51 12.98 158 40.20 8 2.04 92 23.41 13 3.31 6 1.53 17 4.33 8 2.04

6 8,611 852 9.89 1,510 17.54 2,362 27.43 709 8.23 527 6.12 184 2.14 2 0.02 377 4.38 29 0.34

小 7 8,864 1,289 14.54 1,604 18.10 2,893 32.64 703 7.93 558 6.30 300 3.38 2 0.02 665 7.50 88 0.99

8 9,076 1,696 18.69 1,763 19.42 3,459 38.11 693 7.64 690 7.60 344 3.79 2 0.02 753 8.30 87 0.96

学 9 9,354 1,928 20.61 1,687 18.04 3,615 38.65 1,056 11.29 791 8.46 405 4.33 3 0.03 763 8.16 126 1.35

10 9,358 1,855 19.82 1,333 14.24 2,988 31.93 1,169 12.49 748 7.99 464 4.96 6 0.06 739 7.90 163 1.74 9,175 98.04 854 25 1,103 0.22

男 校 11 9,417 1,477 15.68 995 10.57 2,472 26.25 1,103 11.71 838 8.90 409 4.34 8 0.08 800 8.50 174 1.85 9,194 97.63 976 42 1,488 0.27

計 54,680 8,897 16.27 8,892 16.26 17,789 32.53 5,433 9.94 4,150 7.59 2,106 3.85 23 0.04 4,097 7.49 667 1.22 18,369 97.84 1,830 67 2,591 0.24

女 中 12 9,195 1,632 17.75 779 8.47 2,411 26.22 738 8.03 1,124 12.22 884 9.61 9 0.10 603 6.56 20 0.22 8,876 96.53 1,151 100 3,154 0.50

学 13 9,372 1,633 17.42 730 7.79 2,363 25.21 529 5.64 1,249 13.33 825 8.80 10 0.11 600 6.40 336 3.59

合 校 14 9,475 1,597 16.85 814 8.59 2,411 25.45 375 3.96 1,421 15.00 744 7.85 28 0.30 638 6.73 348 3.67

計 28,042 4,862 17.34 2,323 8.28 7,185 25.62 1,642 5.86 3,794 13.53 2,453 8.75 47 0.17 1,841 6.57 954 3.40 8,876 96.53 1,151 100 3,154 0.50

計 15 9,397 1,640 17.45 770 8.19 2,410 25.65 300 3.19 1,351 14.38 218 2.32 18 0.19 387 4.12 294 3.13

高 16 9,060 1,769 19.53 885 9.77 2,654 29.29 304 3.36 1,501 16.57 180 1.99 14 0.15 373 4.12 342 3.77

校 17 8,914 1,833 20.56 1,051 11.79 2,884 32.35 289 3.24 1,620 18.17 179 2.01 20 0.22 376 4.22 306 3.43

計 27,371 5,242 19.15 2,706 9.89 7,948 29.04 893 3.26 4,472 16.34 577 2.11 52 0.19 1,136 4.15 942 3.44

15 279 50 17.92 35 12.54 85 30.47 14 5.02 60 21.51 13 4.66 4 1.43 13 4.66 8 2.87

高 16 258 68 26.36 32 12.40 100 38.76 5 1.94 50 19.38 10 3.88 2 0.78 8 3.10 9 3.49

校 17 172 42 24.42 22 12.79 64 37.21 3 1.74 50 29.07 3 1.74 1 0.58 2 1.16 6 3.49

（定） 18 172 59 34.30 30 17.44 89 51.74 2 1.16 35 20.35 7 4.07 0 0.00 7 4.07 3 1.74

計 881 219 24.86 119 13.51 338 38.37 24 2.72 195 22.13 33 3.75 7 0.79 30 3.41 26 2.95

数値：教育庁保健体育課
※京都市を除く

令令和和６６年年度度児児童童・・生生徒徒ののむむしし歯歯等等疾疾患患のの状状況況

う歯処置完了（Ａ） う歯未処置（Ｂ）
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（％）

２７年度 51.42 28.18 23.24 9.97 37.82 22.67 15.15 7.49 43.02 27.30 15.73 4.01

２８年度 50.02 27.42 22.60 10.06 36.02 21.07 14.95 7.99 41.66 26.39 15.27 3.04

２９年度 46.52 25.13 21.40 9.18 35.47 21.76 13.71 6.92 39.97 24.60 15.37 5.21

３０年度 46.29 25.38 20.91 8.74 32.14 20.03 12.11 7.00 36.40 21.58 14.82 5.72

令和元年度 45.59 24.83 20.75 8.87 29.76 17.86 11.90 6.79 34.26 21.76 12.50 2.48

２年度 41.87 23.27 18.60 9.45 27.21 17.19 10.02 5.90 32.96 20.32 12.63 4.14

３年度 42.37 23.86 18.51 8.35 28.41 18.03 10.38 5.90 30.99 20.51 10.48 2.25

４年度 38.56 20.71 17.85 8.83 27.93 18.33 9.61 7.08 29.74 20.03 9.71 2.56

５年度 35.14 17.78 17.36 9.35 26.85 18.00 8.85 5.99 30.23 20.15 10.08 2.64

６年度 32.53 16.27 16.26 9.94 25.62 17.34 8.28 5.86 29.04 19.15 9.89 3.26

数値：教育庁保健体育課
京都市を除く

処置完了
者

その他の
歯の疾患
のある者計

高  校  生

未処置歯
のある者

その他の
歯の疾患
のある者

処置完了
者

計
処置完了

者

児児童童・・生生徒徒ののむむしし歯歯等等疾疾患患のの年年次次推推移移

未処置歯
のある者

未処置歯
のある者

むし歯のある者

小   学   生 中  学  生

むし歯のある者
その他の
歯の疾患
のある者

むし歯のある者

計
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（本）

平成
７年度

８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

　京都府※ 3.42 3.25 3.08 2.94 2.70 2.37 2.07 1.99 1.85 1.63

　全　国 3.72 3.51 3.34 3.10 2.92 2.65 2.51 2.28 2.09 1.91

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

　京都府※ 1.58 1.54 1.45 1.28 1.10 1.06 1.01 0.94 0.82 0.83

　全　国 1.82 1.71 1.63 1.54 1.40 1.29 1.20 1.10 1.05 1.00

27年度 28年度 29年度 30年度
令和

元年度
２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

　京都府※ 0.73 0.73 0.64 0.56 0.55 0.53 0.55 0.52 0.46 0.50

　全　国 0.90 0.84 0.82 0.74 0.70 0.68 0.63 0.56 0.55 0.53

数値：教育庁保健体育課
※京都市を除く

１１２２歳歳児児１１人人平平均均むむしし歯歯数数のの年年次次推推移移
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京都府※

全国

1122歳歳児児１１人人平平均均むむしし歯歯数数本
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全国１５位同順位

 

全国２４位同順位
文部科学省：学校保健統計調査から算出

令令和和６６年年度度１１２２歳歳児児１１人人平平均均むむしし歯歯数数・・むむしし歯歯有有病病者者率率
都都道道府府県県比比較較
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0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

新
潟
県

千
葉
県

岐
阜
県

愛
知
県

山
形
県

埼
玉
県

東
京
都

神
奈
川
県

富
山
県

長
野
県

静
岡
県

兵
庫
県

広
島
県

佐
賀
県

秋
田
県

群
馬
県

石
川
県

滋
賀
県

京
都
府

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

岡
山
県

香
川
県

高
知
県

長
崎
県

宮
崎
県

全
国

岩
手
県

茨
城
県

栃
木
県

山
梨
県

三
重
県

大
阪
府

愛
媛
県

宮
城
県

福
島
県

島
根
県

山
口
県

徳
島
県

北
海
道

福
井
県

熊
本
県

青
森
県

福
岡
県

大
分
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

本

１２歳児１人平均むし歯数

25.11 27.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

新
潟
県

岐
阜
県

愛
知
県

埼
玉
県

千
葉
県

富
山
県

静
岡
県

山
形
県

広
島
県

東
京
都

長
野
県

兵
庫
県

秋
田
県

神
奈
川
県

佐
賀
県

群
馬
県

石
川
県

栃
木
県

全
国

岡
山
県

滋
賀
県

香
川
県

奈
良
県

和
歌
山
県

京
都
府

宮
崎
県

大
阪
府

高
知
県

山
梨
県

長
崎
県

愛
媛
県

岩
手
県

宮
城
県

山
口
県

茨
城
県

三
重
県

徳
島
県

鳥
取
県

福
井
県

熊
本
県

北
海
道

福
島
県

福
岡
県

島
根
県

大
分
県

鹿
児
島
県

青
森
県

沖
縄
県

％

１２歳児むし歯有病者率

－25－





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４  フッ素による⼦どもの 

むし⻭予防事業 
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事業名 フフッッ素素にによよるる子子どどももののむむしし歯歯予予防防事事業業

趣　　旨

財政区分 一般財源（府単費）

制度開始 平成７年度

法令等根拠 フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金交付要綱

実施主体 市町村（京都市を除く）

▶ 対象者

実施市町村在住の２歳児から小学６年生の希望する者

▶ 事業内容

対 象 者 ２～３歳児 ４～５歳児 小学１～６年生

事業内容 フッ化物塗布

実施方法
保健センターで集
団塗布

保育所、幼稚園、保
健センター等で集団
洗口

小学校で集団洗口

効　　果
永久歯むし歯の予
防・進行防止

１補助基準額 塗布 ： 受診者２０人ごとに３５，６００円

洗口 ： １００人ごとに２２，０００円

２補助率 １／２

小児のむし歯予防に優れた効果を発揮するフッ化物の塗布・洗口を実施
し、生涯を通じた歯の健康づくりの対策を図る

事業概要

フッ化物洗口

乳歯むし歯の予防・進行防止、健全な永
久歯列の確保等

補助基準額

－28－



７７年年度度 ８８年年度度 ９９年年度度 1100年年度度 1111年年度度 1122年年度度 1133年年度度 1144年年度度 1155年年度度 1166年年度度 1177年年度度

150 117 135 131 141

45 62 36 64

179 181 181 174 164 136 81 74

21 40 63 65 65

198 190 200

433

南
丹
市

美山町 74 101 62 82 61 72 63 69 69 82

丹波町

和知町

瑞穂町 35 31 106 71 49 57 52 35

福知山市 561 572 657 596 619 618 606

三和町 56 37 24

夜久野町 22 30 31 21 32 21 45 52 35

280 277 318 312 323 315 322 294 284 265

38 121 121 122 121 1,464 1,486 1,360 1,290

132 133 144 131 138

網野町 171 122 334 254 321 313 265 433

大宮町 193 144 157

丹後町 65 53 51 112 109 99

弥栄町 68

久美浜町 75 184 160 170 171

峰山町

加悦町 48 49 48 49

野田川町

岩滝町 52 32 34

74 590 483 1,164 1,680 1,881 2,523 3,750 4,393 4,266 4,647

1 4 4 8 10 9 14 16 20 16 17

フフッッ化化物物塗塗布布のの実実施施状状況況年年次次推推移移((11))

保保
健健
所所
名名

市市町町村村名名

山
城
北

久御山町

井手町

宇治田原町

和束町

精華町

南
丹

亀岡市

京
丹
波
町

合計

実施市町村数

 資料：「フッ素による子どものむし歯予防事業」

実実施施人人数数（単位：人）

1,080 1,112

与
謝
野
町

中
丹
東

綾部市

舞鶴市

丹
後

宮津市

京
丹
後
市

中
丹
西

福
知
山
市

山
城
南
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1188年年度度 1199年年度度 2200年年度度 2211年年度度 2222年年度度 2233年年度度 2244年年度度 2255年年度度 2266年年度度 2277年年度度 2288年年度度

256 241 251 246 241 238 238 225 219 194 199

45 48 51 48 49 40 39 43 37 45 29

63 62 77 56 69 67 61 70 55 65 50

63 54 48 55 46 35 53 57 60 42 35

380 373 361 312 299 333 309 293 260 301 276

623 562 556 542 592 574 542 518 502 498 494

233 219 214 197 227

10 23 30 23 45 29 56 66 59

中
丹
西

652 604 602 588 617 539 590 601 596 618 585

228 265 408 507 492 478 231 253 431 429 389

1,229 1,285 1,225 1,225 1,081 585 519 496 622 596 620

125 129 117 123 128 119 104 120 208 176 177

1,062 907 907 892 861 834 775 740 742 744 751

169 174 167 153 148 330 293 277 281 261 283

11 4 12 8 11 11

4,895 4,704 4,780 4,770 4,653 4,206 4,036 3,953 4,291 4,243 4,185

12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15

フフッッ化化物物塗塗布布のの実実施施状状況況年年次次推推移移((22))

保保
健健
所所
名名

市市町町村村名名

乙
訓

向日市

長岡京市

大山崎町

山
城
北

宇治市

城陽市

久御山町

八幡市

京田辺市

井手町

宇治田原町

舞鶴市

山
城
南

木津川市

笠置町

和束町

精華町

南山城村

実施市町村数

 資料：「フッ素による子どものむし歯予防事業」

実実施施人人数数（単位：人）

丹
後

宮津市

京丹後市

与謝野町

伊根町

合計

南
丹

亀岡市

南丹市

京丹波町

福知山市

中
丹
東

綾部市
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1188年年度度 1199年年度度 2200年年度度 2211年年度度 2222年年度度 2233年年度度 2244年年度度 2255年年度度 2266年年度度 2277年年度度 2288年年度度

256 241 251 246 241 238 238 225 219 194 199

45 48 51 48 49 40 39 43 37 45 29

63 62 77 56 69 67 61 70 55 65 50

63 54 48 55 46 35 53 57 60 42 35

380 373 361 312 299 333 309 293 260 301 276

623 562 556 542 592 574 542 518 502 498 494

233 219 214 197 227

10 23 30 23 45 29 56 66 59

中
丹
西

652 604 602 588 617 539 590 601 596 618 585

228 265 408 507 492 478 231 253 431 429 389

1,229 1,285 1,225 1,225 1,081 585 519 496 622 596 620

125 129 117 123 128 119 104 120 208 176 177

1,062 907 907 892 861 834 775 740 742 744 751

169 174 167 153 148 330 293 277 281 261 283

11 4 12 8 11 11

4,895 4,704 4,780 4,770 4,653 4,206 4,036 3,953 4,291 4,243 4,185

12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15

フフッッ化化物物塗塗布布のの実実施施状状況況年年次次推推移移((22))

保保
健健
所所
名名

市市町町村村名名

乙
訓

向日市

長岡京市

大山崎町

山
城
北

宇治市

城陽市

久御山町

八幡市

京田辺市

井手町

宇治田原町

舞鶴市

山
城
南

木津川市

笠置町

和束町

精華町

南山城村

実施市町村数

 資料：「フッ素による子どものむし歯予防事業」

実実施施人人数数（単位：人）

丹
後

宮津市

京丹後市

与謝野町

伊根町

合計

南
丹

亀岡市

南丹市

京丹波町

福知山市

中
丹
東

綾部市

2299年年度度 3300年年度度
令令和和

元元年年度度
２２年年度度 ３３年年度度 ４４年年度度 ５５年年度度 ６６年年度度

198 208 179

8 12

27 27 36 31 30 26

48 47 52 46 41 44 52

5 5 5 4 5 1 3

37 38 30 7 46 19 16

277 263 235 210 242 208 180

7 8 10 4

419 446 421 298 325 288 304 272

178 218 176 178 172 153 139 134

48 65 57 46 43 33 27 30

中
丹
西

421 630 550 563 526 515 500 484

378 395 332 427 382 348 355 338

613 494 489 395 347 319 311 344

189 179 165 161 171 139 141 137

701 696 681 381 776 637 653 578

284 255 222 226 258 209 202 174

13 7 6 13 6 39 12 17

3,831 3,973 3,636 2,693 3,280 3,053 2,964 2,801

15 16 16 11 15 16 17 17

 資料：「フッ素による子どものむし歯予防事業」

保保
健健
所所
名名

市市町町村村名名

乙
訓

向日市

長岡京市

大山崎町

山
城
北

宇治市

城陽市

久御山町

八幡市

京田辺市

井手町

宇治田原町

舞鶴市

山
城
南

木津川市

笠置町

和束町

精華町

南山城村

実施市町村数

実実施施人人数数
（単位：人）

フフッッ化化物物塗塗布布のの実実施施状状況況年年次次推推移移((33))

丹
後

宮津市

京丹後市

与謝野町

伊根町

合計

南
丹

亀岡市

南丹市

京丹波町

福知山市

中
丹
東

綾部市
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施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数

山
城
北

10 1,426 10 1,224 10 1,128 10 1,214 10 1,401 10 1,625 11 1,850 11 2,016 11 2,251

18 5,202 18 4,768 18 4,769 18 4,763 18 8,383 18 5,007 18 5,145 18 5,230 18 5,502

園部町 9 1,199 9 1,190 9 1,160 9 1,211 10 1,196 10 1,203 10 1,198 11 1,205 11 1,182 11 1,164

美山町 5 163 5 144 5 124 5 90 5 88 5 207 5 90 5 101 5 77 5 80

京
丹
波
町

和知町 5 283 4 266 4 260 4 276 4 276 4 249 4 261 2 264 2 266 2 259

福知山市 13 683 18 1,901 22 2,803 22 3,400 25 3,700 26 4,183 25 4,295

三和町 3 210

夜久野町 3 277 3 283 3 266 3 269 3 253 3 234 3 226 3 222

中
丹
東

1 68 3 212 6 376 6 372 6 390 6 400 6 425

大宮町 1 132

網野町 8 343 7 326 7 304 6 289 6 313

与
謝
野
町

野田川町 2 188 2 195 2 198 2 205

19 1,645 46 8,228 49 7,813 63 8,508 79 10,259 85 15,217 87 12,698 89 13,373 91 14,223 93 15,094

3 5 6 8 9

481

資料：「フッ素による子どものむし歯予防事業」

7

フフッッ化化物物洗洗口口のの実実施施状状況況年年次次推推移移((11))

１１５５年年度度９９年年度度 １１００年年度度 １１１１年年度度 １１３３年年度度

9 10 10 11 11実施市町村数

合計

丹
後

市市町町村村名名

福
知
山
市

南
丹
市

綾部市

京
丹
後
市

南
丹

保保
健健
所所
名名

八幡市

中
丹
西

亀岡市

１１６６年年度度１１２２年年度度８８年年度度７７年年度度 １１４４年年度度
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施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数

22 9,813 22 9,802 22 9,666 22 9,472

2 807 10 3,777 10 3,761 10 3,753

3 835 3 841

11 2,432 11 2,610 11 2,783 9 2,965 9 3,024 8 3,124 8 3,223 8 3,232 8 3,153 8 3,117

1 43

18 5,524 18 5,518 18 5,514 18 5,444 18 5,413 18 5,342 20 5,274 20 5,150 20 5,023 19 4,889

園部町 9 1,110

美山町 5 75

2 257 2 243 2 223 2 217 3 228 3 189 6 743 6 698 6 673 6 628

福知山市 26 4,330

三和町 3 196 48 5,206 49 5,101 45 4,973 44 4,976 42 4,865 39 4,830 38 4,749

夜久野町 6 233

4 428 5 515 7 703 7 707 7 693 7 709 10 1,890 10 1,837 10 1,753 10 1,702

20 5,174 18 4,998 18 4,908 21 4,994 26 4,996

8 628 12 645 14 544 13 534 13 500 14 544 17 589 16 703 22 1,139 23 1,194

2 212 2 220 2 229 2 219 2 194 2 177 2 161 2 140 2 120 2 130

94 15,425 111 16,221 116 16,519 118 16,797 129 17,046 144 22,075 177 34,294 182 36,884 190 37,690 196 37,193

11 8 8 8 8

合計

資料：「フッ素による子どものむし歯予防事業」

山
城
北

城陽市

宇治市

28281,317 19

9 11 11 12 13実施市町村数

中
丹
東

綾部市

舞鶴市

丹
後

京丹波町

与謝野町

京丹後市

宮津市

中
丹
西

福
知
山
市

伊根町

48 5,299 49

1,7431,820 28

5,206

1,17113 13 1,6791,8431,505 2728 271,893 1,772

フフッッ化化物物洗洗口口のの実実施施状状況況年年次次推推移移((22))

保保
健健
所所
名名

市市町町村村名名

１１７７年年度度 １１８８年年度度 １１９９年年度度 ２２００年年度度 ２２１１年年度度 ２２５５年年度度２２３３年年度度 ２２６６年年度度２２２２年年度度 ２２４４年年度度

久御山町

乙
訓

向日市

長岡京市

大山崎町

八幡市

山
城
南

宇治田原町

南
丹

亀岡市

木津川市

笠置町

和束町

精華町

南山城村

南
丹
市

京田辺市

井手町

－33－



施設数実施人数施設数実施人数施設数実施人数施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数

10 3,910

22 9,342 22 9,321 22 9,107 22 8,962 22 8,606 15 5,182 11 3,507 9 2,943 11 3,417 19 6,142

10 3,726 10 3,716 10 3,704 10 3,617 10 3,578 10 2,952 10 3,024

3 838 3 827 3 814 3 807 3 745 3 676 3 651 3 635 3 588 3 523

8 3,110 8 3,033 8 3,008 8 3,037 8 2,909 8 2,312 8 2,047

1 8 1 5 1 4 1 6 1 7 1 4 1 5

1 47 1 45 1 45 1 37 1 30 1 33 1 32 1 29 1 27 1 32

1 47

19 4,830 19 4,741 19 4,778 19 4,656 19 4,657 19 4,648 19 4,403 19 4,326 19 4,184 17 4,046

21 1,663 17 1,659 17 1,668 17 1,671 17 1,667 16 1,602 17 1,584 17 1,573 16 1,506 16 1,456

6 609 6 573 6 553 9 609 9 570 9 579 9 562 8 534 8 511 8 474

中
丹
西

37 4,861 39 4,908 39 4,853 36 4,709 34 4,656 27 4,370 27 4,470 27 4,380 27 4,250 27 4,147

10 1,655 10 1,610 10 1,622 10 1,552 10 1,529 10 1,459 10 1,417 10 1,378 10 1,334 10 1,336

27 5,069 29 4,998 29 4,847 29 4,822 29 4,654 29 4,577 28 4,335 26 4,224 28 4,120 28 3,966

20 1,114 20 1,101 20 1,113 20 1,172 18 1,147 31 3,094 31 3,063 31 2,968 31 2,915 30 2,842

2 118 2 113 2 107 2 85 2 99

4 75 4 75 4 70 4 84 4 89 4 90 4 91 4 99 4 89 4 95

190 37,057 190 36,720 190 36,289 191 35,828 187 34,941 165 26,314 161 24,121 156 23,096 177 28,209 193 34,092

資料：「フッ素による子どものむし歯予防事業」

６６年年度度令令和和元元年年度度保保
健健
所所
名名

市市町町村村名名

２２７７年年度度 ５５年年度度３３００年年度度 ４４年年度度２２９９年年度度２２８８年年度度 ２２年年度度 ３３年年度度

中
丹
東

亀岡市

実施市町村数

丹
後

1515

福知山市

与謝野町

綾部市

舞鶴市

宮津市

京丹後市

城陽市

久御山町

1214 1414 1212

和束町

精華町

南山城村

伊根町

合計

南
丹

南丹市

京丹波町

16

フフッッ化化物物洗洗口口のの実実施施状状況況年年次次推推移移((33))

14

八幡市

向日市

山
城
南

木津川市

長岡京市

大山崎町

京田辺市

山
城
北

井手町

宇治田原町

乙
訓

笠置町

宇治市

－34－



施設数実施人数施設数実施人数施設数実施人数施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数 施設数 実施人数

10 3,910

22 9,342 22 9,321 22 9,107 22 8,962 22 8,606 15 5,182 11 3,507 9 2,943 11 3,417 19 6,142

10 3,726 10 3,716 10 3,704 10 3,617 10 3,578 10 2,952 10 3,024

3 838 3 827 3 814 3 807 3 745 3 676 3 651 3 635 3 588 3 523

8 3,110 8 3,033 8 3,008 8 3,037 8 2,909 8 2,312 8 2,047

1 8 1 5 1 4 1 6 1 7 1 4 1 5

1 47 1 45 1 45 1 37 1 30 1 33 1 32 1 29 1 27 1 32

1 47

19 4,830 19 4,741 19 4,778 19 4,656 19 4,657 19 4,648 19 4,403 19 4,326 19 4,184 17 4,046

21 1,663 17 1,659 17 1,668 17 1,671 17 1,667 16 1,602 17 1,584 17 1,573 16 1,506 16 1,456

6 609 6 573 6 553 9 609 9 570 9 579 9 562 8 534 8 511 8 474

中
丹
西

37 4,861 39 4,908 39 4,853 36 4,709 34 4,656 27 4,370 27 4,470 27 4,380 27 4,250 27 4,147

10 1,655 10 1,610 10 1,622 10 1,552 10 1,529 10 1,459 10 1,417 10 1,378 10 1,334 10 1,336

27 5,069 29 4,998 29 4,847 29 4,822 29 4,654 29 4,577 28 4,335 26 4,224 28 4,120 28 3,966

20 1,114 20 1,101 20 1,113 20 1,172 18 1,147 31 3,094 31 3,063 31 2,968 31 2,915 30 2,842

2 118 2 113 2 107 2 85 2 99

4 75 4 75 4 70 4 84 4 89 4 90 4 91 4 99 4 89 4 95

190 37,057 190 36,720 190 36,289 191 35,828 187 34,941 165 26,314 161 24,121 156 23,096 177 28,209 193 34,092

資料：「フッ素による子どものむし歯予防事業」

６６年年度度令令和和元元年年度度保保
健健
所所
名名

市市町町村村名名

２２７７年年度度 ５５年年度度３３００年年度度 ４４年年度度２２９９年年度度２２８８年年度度 ２２年年度度 ３３年年度度

中
丹
東

亀岡市

実施市町村数

丹
後

1515

福知山市

与謝野町

綾部市

舞鶴市

宮津市

京丹後市

城陽市

久御山町

1214 1414 1212

和束町

精華町

南山城村

伊根町

合計

南
丹

南丹市

京丹波町

16

フフッッ化化物物洗洗口口のの実実施施状状況況年年次次推推移移((33))

14

八幡市

向日市

山
城
南

木津川市

長岡京市

大山崎町

京田辺市

山
城
北

井手町

宇治田原町

乙
訓

笠置町

宇治市

　

　　
令令

和和
６６

年年
度度

京京
都都

府府
市市

町町
村村

デデ
ーー

タタ
比比

較較
　　

012345

大 山 崎 町

城 陽 市

井 手 町

宇 治 田 原 町

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

南 山 城 村

京 丹 波 町

福 知 山 市

綾 部 市

宮 津 市

京 丹 後 市

与 謝 野 町

伊 根 町

舞 鶴 市

向 日 市

宇 治 市

京 田 辺 市

府 平 均

亀 岡 市

長 岡 京 市

南 丹 市

木 津 川 市

八 幡 市

久 御 山 町

％
１
歳
６
か
月
児
む
し
歯
有
病
者
率

0.
00

0.
02

0.
04

0.
06

0.
08

0.
10

0.
12

大 山 崎 町

城 陽 市

井 手 町

宇 治 田 原 町

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

南 山 城 村

京 丹 波 町

福 知 山 市

綾 部 市

宮 津 市

京 丹 後 市

与 謝 野 町

伊 根 町

向 日 市

亀 岡 市

京 田 辺 市

舞 鶴 市

宇 治 市

府 平 均

長 岡 京 市

南 丹 市

木 津 川 市

八 幡 市

久 御 山 町

本
１
歳
６
か
月
１
人
平
均
む
し
歯
数

05

10152025

笠 置 町

与 謝 野 町

宮 津 市

長 岡 京 市

向 日 市

宇 治 市

京 田 辺 市

綾 部 市

京 丹 後 市

福 知 山 市

精 華 町

井 手 町

大 山 崎 町

京 丹 波 町

府 平 均

久 御 山 町

城 陽 市

南 丹 市

木 津 川 市

宇 治 田 原 町

舞 鶴 市

八 幡 市

南 山 城 村

亀 岡 市

和 束 町

伊 根 町

％
３
歳
児
む
し
歯
有
病
者
率

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

笠 置 町

宮 津 市

与 謝 野 町

長 岡 京 市

宇 治 田 原 町

京 田 辺 市

京 丹 波 町

久 御 山 町

宇 治 市

綾 部 市

向 日 市

京 丹 後 市

伊 根 町

精 華 町

城 陽 市

府 平 均

大 山 崎 町

福 知 山 市

井 手 町

南 丹 市

八 幡 市

舞 鶴 市

木 津 川 市

南 山 城 村

亀 岡 市

和 束 町

本
３
歳
児
１
人
平
均
む
し
歯
数

0

1020304050

笠 置 町

伊 根 町

木 津 川 市

南 丹 市

福 知 山 市

井 手 町

宇 治 市

綾 部 市

京 田 辺 市

城 陽 市

京 丹 波 町

和 束 町

府 平 均

八 幡 市

亀 岡 市

向 日 市

宮 津 市

長 岡 京 市

与 謝 野 町

精 華 町

京 丹 後 市

舞 鶴 市

久 御 山 町

大 山 崎 町

南 山 城 村

宇 治 田 原 町

％
１
２
歳
児
む
し
歯
有
病
者
率

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

笠 置 町

伊 根 町

南 丹 市

和 束 町

福 知 山 市

綾 部 市

長 岡 京 市

城 陽 市

木 津 川 市

宮 津 市

井 手 町

精 華 町

舞 鶴 市

向 日 市

府 平 均

久 御 山 町

京 田 辺 市

亀 岡 市

与 謝 野 町

八 幡 市

宇 治 市

京 丹 後 市

大 山 崎 町

南 山 城 村

京 丹 波 町

宇 治 田 原 町

本
１
２
歳
児
１
人
平
均
む
し
歯
数
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５  成⼈⻭科保健事業 
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異 常 な し

異 常 あ り

C P I 1

C P I 2

C P I 3

C P I 4

不 明

異 常 な し

異 常 あ り

Ｃ Ｐ Ｉ １

Ｃ Ｐ Ｉ ２

Ｃ Ｐ Ｉ ３

Ｃ Ｐ Ｉ ４

不 明

異 常 な し

異 常 あ り

Ｃ Ｐ Ｉ １

Ｃ Ｐ Ｉ ２

Ｃ Ｐ Ｉ ３

Ｃ Ｐ Ｉ ４

不 明

異 常 な し

異 常 あ り

Ｃ Ｐ Ｉ １

Ｃ Ｐ Ｉ ２

Ｃ Ｐ Ｉ ３

Ｃ Ｐ Ｉ ４

不 明

異 常 な し

異 常 あ り

Ｃ Ｐ Ｉ １

Ｃ Ｐ Ｉ ２

Ｃ Ｐ Ｉ ３

Ｃ Ｐ Ｉ ４

不 明

異 常 な し

異 常 あ り

Ｃ Ｐ Ｉ １

Ｃ Ｐ Ｉ ２

Ｃ Ｐ Ｉ ３

Ｃ Ｐ Ｉ ４

不 明
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異 常 あ り
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Ｃ Ｐ Ｉ ３

Ｃ Ｐ Ｉ ４

不 明

向
日

市
●

（新
コ

ー
ド

）
2
2

長
岡

京
市

●
（新

コ
ー

ド
）

4
6

大
山

崎
町

宇
治

市
●

（新
コ

ー
ド

）
2
6
7

 

城
陽

市
●

（新
コ

ー
ド

）
9
9

久
御

山
町

●
（新

コ
ー

ド
）

5

八
幡

市
●

（新
コ

ー
ド

）
2
0
5

  
  

京
田

辺
市

●
（新

コ
ー

ド
）

5
1
5

井
手

町

宇
治

田
原

町

木
津

川
市

●
（新

コ
ー

ド
）

3
5
1

笠
置

町

和
束

町

精
華

町
●

（新
コ

ー
ド

）
2
7
0

南
山

城
村

亀
岡

市
○

（
2
0
～

7
4
歳

）
2
2

0
1

2
6

0
0

1
1

0
0

0
0

3
2
7
.3

7
.7

0
3

1
1

1
0

0
2

3
0

5
.5

1
1

0
0

0
1

0
7

2
7

1
4
.6

2
5

0
2

2
1

0
9

2
4

1
2
.8

2
7

1
2

4
0

0

●
（新

コ
ー

ド
）

2
3
3

○
（新

コ
ー

ド
）

1
7
1

●
（新

コ
ー

ド
）

1
4

○
（新

コ
ー

ド
）

2
2
3

●
（新

コ
ー

ド
）

1
7

○
（
7
0
歳

）
8
2

8
2

2
2

1
1

1
4

6
8

-
-

-
-

-

綾
部

市
●

（新
コ

ー
ド

）
1
2
2

舞
鶴

市
●

新
コ

ー
ド

3
0
7

宮
津

市

京
丹

後
市

与
謝

野
町

●
（新

コ
ー

ド
）

1

○
（新

コ
ー

ド
）

2
6

  
  
  
  
  
  
  
  

2
9
9
8

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
1

0
0

0
0

3
0

3
1

1
1

0
0

2
1

1
0

0
0

1
0

7
2

5
0

2
2

1
0

9
1

1
6

7
5

1
2

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

●
：
健

康
増

進
事

業
に

よ
る

歯
周

疾
患

検
診

（
対

象
：
2
0
歳

、
3
0
歳

、
4
0
歳

、
5
0
歳

、
6
0
歳

、
7
0
歳

）
○

：
成

人
歯

科
健

診
新

コ
ー

ド
：
新

コ
ー

ド
の

ペ
ー

ジ
に

記
載

８８
００

歳歳
以以

上上
５５

００
歳歳

代代

歯
周

疾
患

検
診

一 人 平 均 む し 歯 数

一 人 平 均 現 在 歯 数

６６
００

歳歳
代代

一 人 平 均 現 在 歯 数

歯
周

疾
患

検
診

４４
００

歳歳
代代

歯
周

疾
患

検
診

受 診 者 数

一 人 平 均 む し 歯 数

一 人 平 均 む し 歯 数

一 人 平 均 む し 歯 数

山 城 北 山 城 南

合
計

丹 後

伊
根

町

南
丹

市

中 丹 西
福

知
山

市

中 丹 東

京
丹

波
町

受 診 者 合 計

２２
００

歳歳
代代

市 町 村

実 施 市 町 村

（ 年 齢 は 対 象 年 齢 ）

一 人 平 均 む し 歯 数

歯
周

疾
患

検
診

一 人 平 均 現 在 歯 数

歯
周

疾
患

検
診

一 人 平 均 現 在 歯 数

歯
周

疾
患

検
診

受 診 者 数

３３
００

歳歳
代代

受 診 者 数

令令
  和和

  ６６
  年年

  度度
  成成

  人人
  歯歯

  科科
  健健

  診診
  実実

  施施
  状状

  況況
（（

旧旧
ココ

ーー
ドド

））

乙 訓

受 診 者 数

一 人 平 均 む し 歯 数

歯
周

疾
患

検
診

一 人 平 均 現 在 歯 数

受 診 者 数

一 人 平 均 む し 歯 数

７７
００

歳歳
代代

一 人 平 均 現 在 歯 数

一 人 平 均 現 在 歯 数

保 健 所 名

受 診 者 数

受 診 者 数

－39－



 健  全 　 　 ０

 出  血   １

 除 外 歯 　  ９

 該 当 な し  ×

 不   明

 健  全 　 　 ０

 ４ ～ ５ ㎜  １

 ６ ㎜ 以 上  ２

 除 外 歯  　 ９

 該 当 な し  ×

 不 　 　 明

 健  全 　 　 ０

 出  血 　 　 １

 除 外 歯  　 ９

 該 当 な し  ×

 不   明

 健  全  　 ０

 ４ ～ ５ ㎜  １

 ６ ㎜ 以 上  ２

 除 外 歯  　 ９

 該 当 な し  ×

 不 　 　 明

 健  全  　 ０

 出  血  　 １

 除 外 歯  　 ９

 該 当 な し  ×

 不   明

 健 　 全 　 　 ０

 ４ ～ ５ ㎜  １

 ６ ㎜ 以 上  ２

 除 外 歯  　 ９

 該 当 な し  ×

 不 　 　 明

 健  全  　 ０

 出  血 　  １

 除 外 歯 　  ９

 該 当 な し  ×

 不   明

 健  全  　 ０

 ４ ～ ５ ㎜  １

 ６ ㎜ 以 上  ２

 除 外 歯  　 ９

 該 当 な し  ×

 不 　 　 明
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 健  全 　 　 ０

 出  血   １

 除 外 歯 　  ９

 該 当 な し  ×

t t t t 5 t t t 5 n

 健  全 　 　 ０

 ４ ～ ５ ㎜  １

 ６ ㎜ 以 上  ２

 除 外 歯  　 ９

 該 当 な し  ×

 不 　 　 明

 健  全 　 　 ０

 出  血 　 　 １

 除 外 歯  　 ９

 該 当 な し  ×

 不   明

 健  全 　 　 ０

 ４ ～ ５ ㎜  １

 ６ ㎜ 以 上  ２

 除 外 歯  　 ９

 該 当 な し  ×

 不 　 　 明

 健  全 　 　 ０

 出  血  　 １

 除 外 歯  　 ９

 該 当 な し  ×

 不   明

 健  全 　 　 ０

 ４ ～ ５ ㎜  １

 ６ ㎜ 以 上  ２

 除 外 歯  　 ９

 該 当 な し  ×

 不 　 　 明
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、
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、

5
5
、

6
5
歳

)
1
7
1

7
9

2
6

1
3
.8

1
0

1
0

5
9

3
6

4
2

0
1

0
2
6

3
7

1
5

0
1

0
1
7
1

2
7
.2

8
1
1
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0
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0
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0
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0

0
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0
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0
0
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0
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鶴
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0
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0
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4
歳
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0
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0
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0

3
2
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0
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1
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1
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2

●
：
健

康
増

進
事

業
に

よ
る

歯
周

疾
患

検
診

（
対

象
：
2
0
歳

、
3
0
歳

、
4
0
歳

、
5
0
歳

、
6
0
歳

、
7
0
歳

）
○

：
成

人
歯

科
健

診

保 健 所 名

７ ７
００

歳歳
代代

令令
  和和

  ６６
  年年

  度度
  成成

  人人
  歯歯

  科科
  健健

  診診
  実実

  施施
  状状

  況況
（（

新新
ココ

ーー
ドド

  ２２
））

南 丹

南
丹

市

京
丹

波
町

●

歯
肉

出
血

歯
周

ポ
ケ

ッ
ト

山 城 北

● ● ● ●

要 　 　 指 　 　 導

要 　 　 精 　 　 検

●

計

丹 後
伊

根
町

中 丹 東乙 訓

●

山 城 南
●

一 人 平 均 む し 歯 数

市 町 村

要 　 　 精 　 　 検

歯
周

ポ
ケ

ッ
ト

Ｃ
Ｐ

Ｉコ
ー

ド

受  診  者  数

歯
肉

出
血

歯
周

ポ
ケ

ッ
ト

歯
肉

出
血

Ｃ
Ｐ

Ｉコ
ー

ド
一 人 平 均 現 在 歯 数

一 人 平 均 む し 歯 数

異 　 常 　 な 　 し

異 　 常 　 な 　 し

要 　  指 　  導

実 施 市 町 村

（ 年 齢 は 対 象 年 齢 ）

全 全
体体

一 人 平 均 現 在 歯 数

一 人 平 均 む し 歯 数

異 　 常 　 な 　 し

Ｃ
Ｐ

Ｉコ
ー

ド

受 診 者 合 計

受  診  者  数

一 人 平 均 現 在 歯 数

要 　 　 指 　 　 導

要 　 　 精 　 　 検

受  診  者  数

６６
００

歳歳
代代
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【
新

コ
ー

ド
】

 健  全 　 ０

 出  血 　 １

 除 外 歯  ９

 該 当 な し ×

 不 　 明

 健 　 全 　 ０

 ４ ～ ５ ㎜ １

 ６ ㎜ 以 上 ２

 除 外 歯  ９

 該 当 な し ×

 不 　 明

 健  全 　 ０

 出  血 　 １

 除 外 歯  ９

 該 当 な し ×

 不 　 明

 健 　 全 　 ０

 ４ ～ ５ ㎜ １

 ６ ㎜ 以 上 ２

 除 外 歯  ９

 該 当 な し ×

 不 　 明

向
日

市
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岡
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0
0

0
1
0

1
2

4
0

0
0

南
丹

市
7
5
歳

1
3
3

1
3
3

2
2
.5

1
3
.6

7
1
7

1
0
9

4
4

8
6

0
3

0
3
2

6
8

3
0
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0
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Ｃ Ｐ Ｉ ４
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治

市
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歳
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0
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1
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0
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市
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-
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-
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歳

1
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1
2
3
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2
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0
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-
-

-
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-
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綾
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市
7
5
歳

1
1
1

1
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1
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1
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1
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8

3
3

-
-

-
-

-

丹 後
京

丹
後

市
7
5
歳

9
7
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7

2
2
.4

1
2
.5
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5
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2

-
-

-
-

-

1
0
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6

9
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0
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5
4

5
1
7

3
5

2
3

1
2
0

8
4

1
9
6

4
4

5
2

5
1

3
6

1
0

0

不 　 明

異 常 な し

異 常 あ り

不 　 明

異 常 な し

異 常 あ り

合
　

計

合
　

計

山 城 南乙 訓 南 丹 山 城 北

令令
  和和

  ６６
  年年

  度度
  後後

  期期
  高高

  齢齢
  者者

  歯歯
  科科

  健健
  診診

  実実
  施施

  状状
  況況

歯
周

疾
患

検
診

一 人 平 均 む し 歯 数

一 人 平 均 む し 歯 数

歯
周

疾
患

検
診

保 健 所 名

市 町 村

対  象

受 診 者 合 計

７７
５５

歳歳
（（
～～

））
８８

００
歳歳

代代
以以

上上

受 診 者 数

一 人 平 均 現 在 歯 数

受 診 者 数

一 人 平 均 現 在 歯 数

要 　 　 精 　 　 検

歯
周

ポ
ケ

ッ
ト

Ｃ
Ｐ

Ｉコ
ー

ド
受  診  者  数

一 人 平 均 現 在 歯 数

一 人 平 均 む し 歯 数

異 　 常 　 な 　 し

要 　 　 指 　 　 導

８８
００

歳歳
代代

以以
上上

受  診  者  数

一 人 平 均 現 在 歯 数

保 健 所 名

市 町 村

対  象

受 診 者 合 計

７７
５５

歳歳
（（
～～

））

一 人 平 均 む し 歯 数

異 　 常 　 な 　 し

要 　 　 指 　 　 導

要 　 　 精 　 　 検

Ｃ
Ｐ

Ｉコ
ー

ド

歯
肉

出
血

歯
周

ポ
ケ

ッ
ト

歯
肉

出
血
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京都府企画統計課（国勢調査）

　　令和６年１０月１日

厚生労働省保健統計室（医療施設調査）

　　令和６年１０月１日

厚生労働省保健統計室

（医師・歯科医師・薬剤師統計）

　　令和６年１２月３１日

市町（組合）教育委員会

　 　：事業を実施

 　集　：集団実施

   個  ：個別実施

   相　：歯科相談

   観  ：口腔観察

　 両　：集団・個別両方実施

 　塗　：フッ化物塗布

   洗　：フッ化物洗口 （数字は実施施設数）

  デデーータタのの出出典典及及びび表表のの見見方方

　人口

　歯科診療所

　歯科保健事業実施状況
　（記号について）

　医療従事歯科医師数
　（診療所従事者）

　１２歳児歯科健康診査

－48－



乙訓保健所管内

１１歳歳６６かか月月児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

向日市 0.04 0.02 0.03 0.01 0.04 0.05 0.05 0.01 0.00 0.00
長岡京市 0.03 0.02 0.02 0.04 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02
大山崎町 0.03 0.07 0.03 0.05 0.06 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00

１１歳歳６６かか月月児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

向日市 0.9 1.5 0.9 0.4 1.3 1.0 1.7 0.2 0.2 0.3
長岡京市 1.2 0.8 0.8 2.0 0.3 1.0 0.6 0.5 0.3 0.6
大山崎町 0.7 2.3 0.8 1.3 1.2 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0

          
３３歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））

区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
向日市 0.40 0.46 0.45 0.26 0.32 0.25 0.17 0.19 0.21 0.20
長岡京市 0.40 0.37 0.29 0.26 0.28 0.20 0.14 0.20 0.17 0.14
大山崎町 0.70 0.36 0.58 0.65 0.52 0.42 0.38 0.15 0.25 0.26

３３歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

向日市 15.1 14.9 14.3 8.5 10.1 9.8 6.6 6.4 7.8 5.5
長岡京市 12.1 11.0 10.0 8.2 9.6 7.4 6.8 7.2 5.5 4.5
大山崎町 19.2 16.8 17.1 19.9 11.0 14.0 12.5 4.3 6.3 7.8

１１２２歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

向日市 0.44 0.81 0.81 0.49 0.67 0.18 0.30 0.53 0.45 0.47
長岡京市 0.48 0.48 0.52 0.48 0.41 0.31 0.35 0.36 0.36 0.31
大山崎町 0.05 0.09 0.09 0.04 0.04 0.15 0.35 0.54 0.67 0.75

１１２２歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

向日市 30.5 31.9 30.4 28.3 24.9 11.0 14.7 21.7 20.8 21.6
長岡京市 35.3 21.4 17.5 19.9 12.2 17.1 18.6 15.8 21.7 23.0
大山崎町 4.2 5.5 5.1 3.8 3.8 6.8 17.4 22.2 29.5 32.8

フフッッ化化物物洗洗口口実実施施状状況況（（人人））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

長岡京市 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 3,910
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山城北保健所管内

１１歳歳６６かか月月児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宇治市 0.04 0.03 0.07 0.05 0.04 0.09 0.03 0.02 0.03 0.01
城陽市 0.03 0.04 0.03 0.01 0.00 0.07 0.04 0.03 0.03 0.00
久御山町 0.10 0.07 0.03 0.15 0.02 0.10 0.10 0.05 0.08 0.12
八幡市 0.03 0.02 0.06 0.08 0.02 0.13 0.08 0.09 0.02 0.06
京田辺市 0.02 0.03 0.01 0.04 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01
井手町 0.09 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.11 0.00
宇治田原町 0.08 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

１１歳歳６６かか月月児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宇治市 1.4 1.7 2.3 1.5 1.9 2.7 0.9 1.4 0.9 0.3
城陽市 1.4 1.9 1.3 0.6 0.2 2.4 1.8 1.1 0.9 0.0
久御山町 3.7 2.5 0.8 5.9 1.2 2.8 2.4 1.2 2.7 4.4
八幡市 1.2 0.6 1.7 2.9 1.2 3.6 1.8 2.4 0.9 1.8
京田辺市 0.9 1.2 0.7 1.3 0.9 1.2 0.9 0.4 0.8 0.4
井手町 2.3 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.9 0.0
宇治田原町 3.3 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

３３歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宇治市 0.67 0.53 0.51 0.56 0.55 0.56 0.29 0.30 0.23 0.19
城陽市 0.77 0.76 0.57 0.54 0.48 0.34 0.34 0.33 0.31 0.25
久御山町 0.82 0.65 0.47 0.89 0.89 0.65 0.53 0.85 0.39 0.17
八幡市 0.58 0.75 0.75 0.56 0.61 0.58 0.56 0.52 0.45 0.34
京田辺市 0.54 0.29 0.37 0.29 0.34 0.39 0.25 0.22 0.18 0.15
井手町 0.29 0.64 0.43 0.53 0.33 0.60 1.57 0.18 0.44 0.29
宇治田原町 0.47 0.41 0.33 0.47 1.26 0.32 0.29 0.13 0.21 0.14

３３歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宇治市 21.0 16.3 16.7 16.1 14.6 16.8 10.3 10.2 8.1 6.4
城陽市 24.0 19.7 15.1 16.0 13.9 11.3 11.3 9.6 9.7 9.4
久御山町 26.8 24.6 20.4 26.2 26.3 20.2 16.1 17.7 10.1 9.2
八幡市 17.9 22.5 23.5 18.5 19.4 18.0 16.6 11.7 13.0 12.3
京田辺市 18.2 9.6 11.0 9.1 10.0 12.8 8.2 6.8 7.3 6.5
井手町 11.9 10.6 10.0 15.6 16.7 16.3 23.3 7.9 11.1 7.3
宇治田原町 18.8 21.9 17.5 23.3 26.4 13.6 10.7 5.7 8.5 9.8

１１２２歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宇治市 0.96 1.03 0.84 0.79 0.73 0.82 0.90 0.68 0.66 0.69
城陽市 0.70 0.54 0.48 0.54 0.50 0.42 0.39 0.33 0.35 0.35
久御山町 1.23 1.41 0.87 0.82 0.82 0.99 0.90 0.57 0.88 0.51
八幡市 1.01 1.20 1.05 0.93 0.56 0.59 0.72 0.84 0.57 0.68
京田辺市 0.44 0.49 0.47 0.37 0.48 0.45 0.55 0.56 0.37 0.54
井手町 0.41 0.31 0.79 0.25 0.40 0.10 0.72 0.36 0.45 0.37
宇治田原町 1.15 0.87 1.07 1.87 1.12 1.08 0.81 0.77 0.96 0.90

１１２２歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宇治市 15.9 17.3 15.7 15.6 14.0 12.1 17.1 13.6 14.7 13.8
城陽市 34.1 25.0 25.7 22.2 24.3 21.3 27.3 23.7 21.7 15.9
久御山町 45.3 53.3 43.1 44.4 34.7 46.5 43.5 9.8 45.1 31.8
八幡市 48.4 33.3 34.1 37.5 25.9 26.8 30.5 28.5 26.3 19.9
京田辺市 26.3 26.8 27.6 15.7 25.0 25.2 32.0 25.0 25.3 14.7
井手町 22.2 21.8 31.0 15.9 40.4 6.3 20.5 20.5 14.3 13.2
宇治田原町 41.6 35.3 41.1 32.1 52.7 36.9 53.2 30.1 41.4 42.5
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フフッッ化化物物塗塗布布実実施施状状況況（（人人））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

久御山町 194 199 198 208 179 － － － － －
八幡市 － － － － － － － － 8 12
井手町 45 29 27 27 36 － － 31 30 26
宇治田原町 65 50 48 47 52 － 46 41 44 52

フフッッ化化物物洗洗口口実実施施状状況況（（人人））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宇治市 9,342 9,321 9,107 8,962 8,606 5,182 3,507 2,943 3,417 6,142
城陽市 3,726 3,716 3,704 3,617 3,578 － － － 2,952 3,024
久御山町 838 827 814 807 745 676 651 635 588 523
八幡市 3,110 3,033 3,008 3,037 2,909 － － － 2,312 2,047
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山城南保健所管内

１１歳歳６６かか月月児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

木津川市 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.03 0.02 0.01 0.03
笠置町 0.00 0.00 ― 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
和束町 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
精華町 0.04 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
南山城村 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 1.00 0.00

１１歳歳６６かか月月児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

木津川市 1.6 1.8 1.6 1.7 1.7 2.4 1.5 0.6 0.5 1.2
笠置町 0.0 0.0 ― 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
和束町 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
精華町 1.0 0.7 0.7 0.0 0.8 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0
南山城村 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 25.0 0.0

３３歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

木津川市 0.61 0.51 0.45 0.46 0.52 0.51 0.33 0.34 0.34 0.36
笠置町 0.75 0.40 0.50 0.00 0.00 0.00 6.00 0.50 2.00 0.00
和束町 1.00 1.35 1.21 0.11 0.27 1.18 0.67 0.42 0.67 0.86
精華町 0.36 0.55 0.67 0.40 0.23 0.31 0.44 0.16 0.12 0.24
南山城村 0.00 0.19 0.67 0.86 0.21 0.00 0.13 0.00 0.86 0.50

３３歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

木津川市 17.9 15.8 15.9 16.6 14.9 15.1 11.9 13.1 8.0 9.8
笠置町 25.0 20.0 25.0 0.0 0.0 0.0 100.0 50.0 33.3 0.0
和束町 22.2 23.5 42.9 5.3 18.2 36.4 16.7 5.3 33.3 14.3
精華町 19.3 19.4 20.3 18.0 16.2 8.8 14.1 5.8 5.5 7.2
南山城村 0.0 12.5 33.3 28.6 14.3 0.0 12.5 0.0 14.3 12.5

１１２２歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

木津川市 0.61 0.65 0.65 0.59 0.47 0.60 0.22 0.15 0.40 0.36
笠置町 1.25 0.75 0.00 0.67 3.25 1.00 0.50 3.50 3.50 0.00
和束町 0.70 0.92 1.83 1.83 1.08 0.61 0.42 0.38 1.12 0.22
精華町 0.85 0.54 0.51 0.39 0.65 0.38 0.43 0.52 0.54 0.39
南山城村 0.80 1.40 0.45 1.57 0.57 2.19 0.60 0.88 1.80 0.75

１１２２歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

木津川市 26.9 26.2 23.1 23.1 24.9 28.6 9.7 8.4 12.7 6.6
笠置町 75.0 25.0 0.0 33.3 75.0 100.0 25.0 50.0 100.0 0.0
和束町 33.3 48.0 66.7 66.7 40.0 27.8 41.7 26.9 17.6 17.4
精華町 15.6 8.0 9.7 7.0 29.5 23.7 29.6 21.7 16.0 24.2
南山城村 30.0 80.0 30.0 71.4 35.7 50.0 30.0 50.0 50.0 41.7

フフッッ化化物物塗塗布布実実施施状状況況（（人人））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

笠置町 55 5 5 5 4 5 1 3
和束町 42 35 37 38 30 － 7 46 19 16
精華町 301 276 277 263 235 － 210 242 208 180
南山城村 － － － － － － 7 8 10 4

フフッッ化化物物洗洗口口実実施施状状況況（（人人））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

笠置町 8 5 4 6 7 4 5
和束町 47 45 45 37 30 33 32 29 27 32
南山城村 － － － － － － － － － 47
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南丹保健所管内

１１歳歳６６かか月月児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））

区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
亀岡市 0.06 0.07 0.03 0.03 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01
南丹市 0.08 0.08 0.08 0.02 0.00 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03
京丹波町 0.00 0.10 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

１１歳歳６６かか月月児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））

区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
亀岡市 2.3 2.5 1.5 1.5 0.4 1.0 1.2 1.0 1.0 0.6
南丹市 2.8 2.5 3.2 1.0 0.0 1.6 1.3 0.6 0.7 0.7
京丹波町 0.0 5.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

３３歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））

区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
亀岡市 0.99 0.82 0.76 0.75 0.52 0.83 0.39 0.54 0.46 0.50
南丹市 0.95 0.73 0.82 0.80 0.67 0.64 0.30 0.57 0.28 0.32
京丹波町 0.51 0.87 0.25 0.69 0.43 0.49 0.33 0.49 0.18 0.16

３３歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））

区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
亀岡市 26.6 21.7 20.9 20.6 14.9 18.8 10.6 14.3 13.8 13.8
南丹市 24.6 22.1 23.3 22.3 21.5 17.6 11.2 14.4 8.2 9.8
京丹波町 22.5 25.6 9.8 24.6 12.5 14.1 13.8 9.8 8.9 8.0

１１２２歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））

区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

亀岡市 0.49 0.46 0.33 0.47 0.44 0.27 0.48 0.52 0.47 0.55
南丹市 0.43 0.25 0.27 0.17 0.14 0.17 0.26 0.10 0.22 0.12
京丹波町 0.14 0.34 0.25 0.30 0.36 0.34 0.35 0.49 0.81 0.85

１１２２歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））

区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

亀岡市 28.7 30.3 19.3 25.4 19.4 21.1 16.8 21.3 26.5 21.4
南丹市 28.9 16.5 18.9 11.3 9.0 8.8 17.6 7.0 20.2 9.1
京丹波町 8.4 11.2 14.8 14.0 13.8 18.4 16.3 20.8 14.1 16.9

フフッッ化化物物塗塗布布実実施施状状況況（（人人））

区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
亀岡市 498 494 419 446 421 298 325 288 304 272
南丹市 197 227 178 218 176 178 172 153 139 134
京丹波町 66 59 48 65 57 46 43 33 27 30

フフッッ化化物物洗洗口口実実施施状状況況（（人人））

区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
亀岡市 4,830 4,741 4,778 4,656 4,657 4,648 4,403 4,326 4,184 4,046
南丹市 1,663 1,659 1,668 1,671 1,667 1,602 1,584 1,573 1,506 1,456
京丹波町 609 573 553 609 570 579 562 534 511 474
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中丹西保健所管内

１１歳歳６６かか月月児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

福知山市 0.03 0.04 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00

１１歳歳６６かか月月児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

福知山市 1.9 0.4 0.3 0.7 1.1 0.6 0.9 0.2 0.5 0.0

３３歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

福知山市 0.38 0.67 0.49 0.42 0.48 0.32 0.36 0.25 0.19 0.28

３３歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

福知山市 18.2 19.1 14.2 12.7 14.8 11.0 10.1 7.3 6.9 7.1

１１２２歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

福知山市 0.69 0.35 0.32 0.34 0.16 0.27 0.16 0.14 0.19 0.25

１１２２歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

福知山市 31.0 15.4 16.9 9.5 11.1 10.3 10.4 7.7 6.4 12.8

フフッッ化化物物塗塗布布実実施施状状況況（（人人））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

福知山市 618 585 421 630 550 563 526 515 500 484

フフッッ化化物物洗洗口口実実施施状状況況（（人人））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

福知山市 4,861 4,908 4,853 4,709 4,656 4,370 4,470 4,380 4,250 4,147
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中丹東保健所管内

１１歳歳６６かか月月児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

綾部市 0.00 0.05 0.04 0.06 0.02 0.03 0.02 0.04 0.01 0.00
舞鶴市 0.07 0.08 0.04 0.03 0.03 0.04 0.00 0.02 0.02 0.01

１１歳歳６６かか月月児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

綾部市 0.0 1.9 1.9 1.4 0.5 0.5 0.5 1.1 0.6 0.0
舞鶴市 2.0 2.5 1.5 1.4 1.1 1.5 0.4 1.0 1.1 0.2

３３歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

綾部市 0.56 0.44 0.48 0.52 0.39 0.38 0.31 0.41 0.28 0.19
舞鶴市 0.85 0.83 0.64 0.60 0.52 0.50 0.51 0.37 0.31 0.36

３３歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

綾部市 15.7 12.7 16.2 11.7 12.4 10.0 10.1 13.3 10.5 6.8
舞鶴市 21.7 21.5 17.6 17.6 14.1 16.3 13.0 12.3 9.3 9.9

１１２２歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

綾部市 0.17 0.26 0.17 0.23 0.22 0.14 0.14 0.08 0.12 0.25
舞鶴市 0.77 0.73 0.53 0.55 0.46 0.53 0.49 0.47 0.52 0.46

１１２２歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

綾部市 11.8 13.3 10.6 15.5 11.9 9.8 7.5 5.0 7.1 14.3
舞鶴市 34.6 32.2 30.4 26.0 26.0 26.6 24.0 25.6 26.0 27.8

フフッッ化化物物塗塗布布実実施施状状況況（（人人））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

綾部市 429 389 378 395 332 427 382 348 355 338
舞鶴市 596 620 613 494 489 395 347 319 311 344

フフッッ化化物物洗洗口口実実施施状状況況（（人人））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

綾部市 1,655 1,610 1,622 1,552 1,529 1,459 1,417 1,378 1,334 1,336
舞鶴市 5,069 4,998 4,847 4,822 4,654 4,577 4,335 4,224 4,120 3,966
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丹後保健所管内

１１歳歳６６かか月月児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宮津市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
京丹後市 0.04 0.10 0.09 0.06 0.01 0.04 0.03 0.20 0.01 0.00
与謝野町 0.04 0.07 0.01 0.03 0.03 0.01 0.00 0.05 0.02 0.00
伊根町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00

１１歳歳６６かか月月児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宮津市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
京丹後市 1.3 2.5 2.7 2.6 0.7 1.8 1.9 0.9 0.7 0.0
与謝野町 2.0 3.7 0.7 3.4 0.9 0.9 0.0 1.2 1.0 0.0
伊根町 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0

３３歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宮津市 0.42 0.43 0.30 0.28 0.51 0.24 0.29 0.25 0.23 0.07
京丹後市 0.51 0.47 0.65 0.55 0.53 0.63 0.44 0.52 0.19 0.21
与謝野町 0.62 0.66 0.29 0.42 0.16 0.20 0.36 0.22 0.31 0.09
伊根町 0.08 0.36 0.13 0.00 0.00 0.13 0.00 0.10 0.46 0.24

３３歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宮津市 14.2 12.9 11.9 9.2 10.5 11.3 6.6 5.9 7.6 3.0
京丹後市 15.2 13.9 20.2 16.3 12.3 16.5 16.2 14.4 7.9 7.1
与謝野町 21.0 26.0 19.5 12.5 10.7 7.4 14.1 8.3 8.0 2.1
伊根町 7.7 27.3 6.7 0.0 0.0 6.3 0.0 9.5 15.4 17.7

１１２２歳歳児児　　１１人人平平均均むむしし歯歯数数（（本本））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宮津市 1.22 0.83 1.11 1.01 0.66 0.61 0.53 0.61 0.33 0.36
京丹後市 1.17 1.30 1.41 1.32 1.32 0.85 0.91 0.79 0.93 0.74
与謝野町 1.31 1.31 1.34 0.78 0.83 0.71 0.67 0.45 0.62 0.56
伊根町 1.85 0.22 0.13 0.20 0.20 0.27 0.33 0.11 0.65 0.00

１１２２歳歳児児　　むむしし歯歯有有病病者者率率（（％％））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宮津市 46.5 49.6 39.8 36.8 26.2 29.9 26.1 25.7 22.2 22.6
京丹後市 48.3 51.7 39.7 44.9 45.8 34.0 29.7 24.9 31.9 27.3
与謝野町 41.5 47.2 46.6 33.0 31.9 29.6 30.2 24.8 24.1 23.1
伊根町 61.5 11.1 12.5 20.0 20.0 18.2 22.2 11.1 29.4 0.0

フフッッ化化物物塗塗布布実実施施状状況況（（人人））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宮津市 176 177 189 179 165 161 171 139 141 137
京丹後市 744 751 701 696 681 381 776 637 653 578
与謝野町 261 283 284 255 222 226 258 209 202 174
伊根町 11 11 13 7 6 13 6 39 12 17

フフッッ化化物物洗洗口口実実施施状状況況（（人人））
区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

京丹後市 1,114 1,101 1,113 1,172 1,147 3,094 3,063 2,968 2,915 2,842
与謝野町 118 113 107 85 99 － － － － －
伊根町 75 75 70 84 89 90 91 99 89 95
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８  障害者等⻭科健診・指導事業 
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事 業 名

  障害者等は、自力での日常動作が困難なため、口腔内の衛生管理ができ

 ず、むし歯や歯周疾患にり患しやすい状況にある。

  また、一旦罹患すると治療が困難な場合が多く、これらの予防と早期治療

 は極めて重要である。

  障害者等の口腔状態の改善を図るため、歯科医師、歯科衛生士の障害者

 施設等への訪問により、歯科健診・指導を実施する。

財政区分  国庫定額

 平成１５年度

　〔在宅要介護者歯科保健事業、歯科医療従事者研修事業補助事業を組替〕

法令等根拠  平成１２年４月３日付け健政発第４６６号厚生省健康政策局長通知

　障害等のために受診の機会が少なく、かつ健診や保健指導上の困難性を

 多く抱えている障害者及び難病患者、高齢者等とその家族や施設職員等に

 対しむし歯や歯周病を予防することを目的に歯科健診を行う。　

　また、健診受診者に対して１～２箇月後以降にその後の経過観察を含め、

 再度歯科衛生士による口腔衛生指導（事後フォロー）を歯科医師会等に

 委託して行う。

 

（対　象）

　　障害者施設等を利用している障害者等　　37施設　629人（令和６年度）
　
（実施方法）

　　ア　歯科医師・歯科衛生士による健診・保健指導（１回／年）

　　イ　歯科衛生士による事後保健指導（１回／年） 
 
（内   容）   

　　歯科健康診査    （口腔内健康診査・歯科保健指導）

　　歯科保健指導    （啓発・個別ブラッシング指導）

  障障害害者者等等歯歯科科健健診診・・指指導導事事業業

趣　　旨

制度開始

事業概要
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629 名　〔 男性： 342 名,　女性： 287 名，　 18 ～ 105 歳 〕

１人平均現在歯数 22.45 本

一人平均むし歯数 1.49 本

一人平均欠損歯数 9.54 本

歯石沈着率 51.99 ％

歯周疾患罹患率 55.48 ％

歯科治療の必要性 55.33 ％

0.74 点

 ｢きれい｣…0点，｢少しよごれている｣…1点， ｢よごれている｣…2点

対象者

歯科健診結果

口腔内清掃状態

欠損歯数

歯周疾患罹患率

DMFT指数

歯石沈着率

清掃状態

歯科治療の必要性

100% 100%

32本

32本

よごれている

100%

一人当たりのむし歯、歯周病などで抜けて
しまった歯の本数
根だけ残った歯（Ｃ４）は含みません

歯周疾患（歯肉炎、歯
周炎）にかかっている
人数の割合

一人当たりのむし歯、処置歯、
欠損歯の合計本数
少ないほど健全歯が多いと
いうことになります

歯石の沈着がみられる人数の割合

口の中の清掃状態を「き
れい」「ふつう」「よごれて
いる」の三つに分類して
つけたスコアの平均値
中心にいくほど「きれい」
となります

歯科治療の必要性が認
められる人数の割合
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年代別対象者数　（人）

年代別一人平均現在歯数　（本）

年代別歯牙の状況　（％）
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140

２０歳未満 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳以上

男性 女性

27.4 28.3 27.8 27.0 

22.3 

10.4 

0

4

8
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20

24

28

32

２０歳未満 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳以上

令和５年度 令和６年度

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

２０歳未満

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳以上

健全歯 う蝕歯 処置歯 欠損歯

対象者は、障害者等３７施設の利用者６２９名。
男女比は、ほぼ同じである。
年齢別でみると、男性は２０歳代が最も多く、女性

は６０歳代以上が突出して多い。

年齢別一人平均現在歯数をみると「２０歳未満」～
「４０歳代」の変化は少なく６０歳代から急激に減少

している。
現在歯数の減少の原因を考え、歯周疾患等の継
続した管理が求められる。
そのためにも、かかりつけ医を確立させていくこと
が重要であると思われる。
前年度と大きく変わりはない。

年代別歯牙の状況を比較すると、う蝕歯について

は２０歳代が約１７％、３０歳が約２０％、４０歳代

が約１２％、５０歳代が約２５％、６０歳代において

は約３７％罹患しているという結果となった。２０歳

未満のう蝕の罹患率が少ないのは、受けている口

腔衛生指導により口腔清掃やフッ素などの予防に

対する認識が高まっているからではないかと思わ

れる。高年齢者においては、う蝕を早期に治療し、

口腔内環境に合わせ歯間ブラシ等を併用した清

掃法の定着が望ましい。
欠損歯は、一人あたりの平均現在歯数と同様、高
年齢になるにつれて増加している。
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歯周疾患罹患率（％）

清掃状態（％）

治療の必要性（％）

41.2 42.1 

58.9 62.2 

78.8 

48.4 
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２０歳未満 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳以上

令和５年度 令和６年度

50.1 

40.5 

7.9 

0

10

20
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40
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60

①きれい ②少しよごれている ③よごれている

令和５年度 令和６年度

0.2 

55.2 

44.7 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

①緊急に必要 ②必要 ③必要なし

令和５年度 令和６年度

歯周疾患罹患率は、歯周組織の歯肉に炎症が
限局している状態（歯肉炎）から、セメント質、
歯根膜、歯槽骨の破壊される状態（歯周炎）を
視覚的に評価し、グラフに示している。
全ての年代において４０％以上の割合で歯周
疾患に罹患しており、特に５０歳代が前年度に
比べて増えている。
若年齢層から歯周疾患の初期症状を受診者や
介助者にも理解してもらい、セルフケアを行っ
てもらう必要があると思う。併せて、歯科医療
機関側は、患者に応じたプロフェッショナルケア
を計画し、管理することが重要である。

清掃状態は、「きれい」が５０.１％、「少しよごれ
ている」が４０.５％、「よごれている」が ７.９％と
いう結果だった。
前年度と比べて「きれい」が増え、少しよごれ
ている」「よごれている」が減った。
本事業では、個別での保健指導を行っているが、
個々に適した清掃方法を見出すためにも様々
な指導方法により、評価する必要がある。指導
側は、障害特性や個体特性に留意し、さらなる
指導内容の工夫が求められるのではないかと
思う。

治療の必要性については、前年度よりも減り、
歯科治療を必要とする対象者が５５．４％存在
する。
かかりつけ医の有無を把握し、安心して受診で
きる歯科医院の情報提供も必要である。
う蝕の場合は、受診の必要性を感じられること
が多いが、歯周疾患の罹患率をみると歯周疾
患での受診の必要性を強く感じられない場合も
あるのではないかと思われる。
どのような理由で受診を勧めるのかを明確にし、
歯科受診へ促していきたい。
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　（１）　京都府歯と口の健康づくり推進条例

　（２）　「京都府歯と口の健康づくり基本計画（第３次）」の概要

　　　　　歯と口の健康づくりに関する主な目標

　（３）　学校保健－疾病・異常－

　（４）　障害者等歯科健診・指導事業健診票

　（５）　地方公共団体における歯科保健医療業務指針

  （６）　保健所圏域マップ
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（１） 京都府歯と口の健康づくり推進条例 

平成24年12月27日 

京都府条例第67号 

改正 平成27年３月20日条例第26号 

令和３年７月７日条例第22号 

京都府歯と口の健康づくり推進条例をここに公布する。 

京都府歯と口の健康づくり推進条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 歯と口の健康づくりに関する各主体の責務や役割（第４条―第８条） 

第３章 歯と口の健康づくりに関する施策 

第１節 歯と口の健康づくりに関する基本的な施策（第９条―第14条） 

第２節 歯と口の健康づくりに関する計画や調査研究（第15条―第17条） 

第３節 歯と口の健康づくりに関する府民運動（第18条・第19条） 

第４章 その他の規定（第20条・第21条） 

附則 

歯と口の健康を保つことは、しっかり噛
か

むことができるための基本であり、健康で豊かな

生活を送る上で必要なことである。更には、子どもの健やかな成長を促したり、糖尿病をは

じめとする生活習慣病の改善、誤嚥
ご え ん

性肺炎などの高齢期に起こりやすい病気の防止など全身

の健康につながるものであり、全ての府民にとって大切なことである。 

したがって、府民ひとりひとりが、歯と口の健康づくりの重要性を理解し、自ら歯と口の

健康づくりに取り組むことができるよう、府民の取組を促進していくことが求められる。 

そして、乳幼児から高齢者、妊産婦、また、障がい者や介護を必要とする者などの歯科保

健医療サービスの提供に配慮を要する者など全ての府民が、生涯を通じて、その年齢、居住

する地域、心身等の状況などにかかわらず、適切かつ効果的な歯科治療や歯科健診などを受

けることができる環境の整備に努めていかなければならない。 

こうした認識に基づき、府民の歯と口の健康を保つことができるよう、市町村、歯科医療

等業務従事者などの歯と口の健康づくりに携わる者の連携と協力の下、歯と口の健康づくり

に関する施策を推進するため、この条例を制定する。 

（令３条例22・一部改正） 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、歯と口の健康づくりについて、基本理念を定め、府や歯科医療等業務

従事者の責務、保健医療関係者、介護福祉関係者、教育保育関係者、食育関係者、事業者、

医療保険者や府民の役割を明らかにするとともに、歯と口の健康づくりに関する施策の基

本となる事項を定めることにより、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的

に推進し、もって府民の生涯にわたる健康の保持増進の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 歯と口の健康 歯や歯肉などの歯周組織をはじめとする口腔
こうくう

（その機能を含む。）

の健康をいう。 

(2) 歯と口の健康づくり 歯科疾患の予防、歯科保健指導、歯科医療や8020運動、オー

ラルフレイル対策などによって、歯と口の健康を保持増進させることをいう。 

(3) 歯科健診 歯科についての健康診査や健康診断をいい、歯科についての検診を含む

ものとする。 

(4) 歯科医療等業務 歯科医療や保健指導についての業務をいう。 

(5) 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士などの歯科医療等業務

に従事する者をいう。 

(6) 保健医療関係者 保健医療サービスを提供する者で、歯と口の健康づくりに関する

活動、指導、助言や医療行為を行うものをいう。 

(7) 介護福祉関係者 介護福祉サービスを提供する者で、歯と口の健康づくりに関する

活動、指導、助言や医療行為を行うものをいう。 

(8) 教育保育関係者 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく学校や専修学校、各

種学校と児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づく保育所、就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）に基づく幼

保連携型認定こども園（以下「学校等」という。）において、乳幼児、児童、生徒や学

生の歯と口の健康づくりに関する指導を行う者をいう。 

(9) 食育関係者 地域や学校等において、栄養指導、食生活の相談などの食育推進活動

に携わる管理栄養士、栄養士、調理師などをいう。 

(10) 医療保険者 健康保険法（大正11年法律第70号）、国民健康保険法（昭和33年法律
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第192号）などの法律に基づく医療保険制度により医療に関する給付を行う者をいう。 

(11) 8 0 2 0
はちまるにいまる

運動 80歳になっても自分の歯を20本以上に保つことを目指した運動を

いう。 

(12) オーラルフレイル対策 加齢に伴う口腔の機能の低下その他の口腔の状態の変化

等に起因する口腔の機能の虚弱な状態が心身の機能までを低下させる影響を及ぼすも

のであることを考慮して、その口腔の状態について早期に把握し、虚弱な状態を回復さ

せたり、虚弱な状態となることを未然に防いだりするための取組をいう。 

（平27条例26・令３条例22・一部改正） 

（基本理念） 

第３条 歯と口の健康づくりに関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければな

らない。 

(1) 府民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとと

もに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。 

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯や口など口腔の機能の状態や

歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯と口の健康づくりを推進すること。 

(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育などの関連する施策や取組との適切かつ効

果的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯と口の健康づ

くりを推進すること。 

(4) 全ての府民が生涯を通じて、その年齢、居住する地域、心身等の状況などに応じた

適切かつ効果的な歯科保健医療サービスの提供を受けることができる環境の整備を推

進すること。 

第２章 歯と口の健康づくりに関する各主体の責務や役割 

（府の責務） 

第４条 府は、前条の基本理念にのっとり、歯と口の健康づくりの推進に関する施策を総合

的に策定するとともに、計画的に実施する責務を有する。 

２ 府は、歯と口の健康づくりに関する施策の推進に当たっては、市町村や歯科医療、保健

指導、医療、社会福祉、労働衛生、教育などの関連する分野の業務を行う者やこれらの業

務を行う団体との連携や協力に努めるものとする。 

３ 府は、市町村や事業者、医療保険者などが行う歯と口の健康づくりに関する取組が効果

的に行われるよう、情報の提供、助言などの必要な支援に努めるものとする。 

（歯科医療等業務従事者の責務） 
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第５条 歯科医療等業務従事者は、府や市町村、事業者、医療保険者などの歯と口の健康づ

くりに関する施策や取組を行う者との連携を図りつつ、それらの者が行う歯と口の健康づ

くりに関する施策や取組に協力するよう努めるものとする。 

２ 歯科医療等業務従事者は、歯科健診などの機会を通じて、児童虐待の早期発見に努める

ものとする。 

３ 歯科医療等業務従事者やそれらの者で組織する団体は、歯と口の健康づくりを推進する

ため、歯科医療等業務に関わる者や構成員などに対する研修の機会の確保など資質の向上

に関する取組を行うよう努めるものとする。 

（令３条例22・一部改正） 

（保健医療関係者、介護福祉関係者、教育保育関係者や食育関係者の役割） 

第６条 保健医療関係者、介護福祉関係者、教育保育関係者や食育関係者は、それぞれの業

務において、歯と口の健康づくりの推進に努めるとともに、歯と口の健康づくりに関する

府の施策や歯と口の健康づくりに携わる他の者の取組との連携や協力を図るよう努める

ものとする。 

２ 保健医療関係者、介護福祉関係者、教育保育関係者や食育関係者は、歯と口の健康づく

りを推進するため、関係する業務に従事する者に対する研修の機会の確保など資質の向上

に関する取組を行うよう努めるものとする。 

（事業者や医療保険者の役割） 

第７条 事業者は、府内の事業所で雇用する従業員が歯科健診や歯科保健指導を受けるため

の機会の確保などの歯と口の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。 

２ 医療保険者は、自らの医療保険加入者が歯科健診や歯科保健指導を受けるための機会の

確保などの歯と口の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。 

（令３条例22・一部改正） 

（府民の役割） 

第８条 府民は、歯と口の健康づくりに関する関心や理解を深めるとともに、歯と口の健康

づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯と口の健康づ

くりに関する取組を行うよう努めるものとする。 

２ 府民は、その年齢や発達段階、心身等の状況などに応じて、定期的な歯科健診、必要に

応じた歯科保健指導や早期の治療を受けることにより、歯と口の健康づくりに努めるもの

とする。 

３ 父母などの保護者は、子どものむし歯や歯周病の予防、適切な食習慣の定着、早期に適
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切な治療を受けさせることなど、子どもの歯と口の健康づくりに関する取組を行うよう努

めるものとする。 

（令３条例22・一部改正） 

第３章 歯と口の健康づくりに関する施策 

第１節 歯と口の健康づくりに関する基本的な施策 

（全ての年齢層に共通する歯と口の健康づくりの推進に関する施策） 

第９条 府は、府民の歯と口の健康づくりを推進するため、第３条の基本理念を踏まえ、全

ての年齢層に共通するものとして、次に掲げる施策など必要な施策を実施するものとする。 

(1) 歯と口の健康づくりに関する情報の提供や知識の普及啓発に関すること。 

(2) 食育を通じた歯と口の健康づくりに関すること。 

(3) 8020運動などを通じた府民の歯と口の健康づくりに関する意識の向上の促進に関す

ること。 

(4) 府民ひとりひとりが生涯にわたって定期的に歯科健診を受けることや必要に応じて

歯科保健指導を受けることの促進に関すること。 

（令３条例22・一部改正） 

（乳幼児期や学齢期における歯と口の健康づくりの推進に関する施策） 

第10条 府は、乳幼児期や学齢期における歯と口の健康づくりを推進するため、第３条の基

本理念を踏まえ、次に掲げる施策など必要な施策を実施するものとする。 

(1) 歯科健診、フッ化物による洗口やその塗布などのむし歯予防対策に関すること。 

(2) 適切な食生活や歯みがきを子どもに定着させることなど歯周病の予防対策その他の

歯と口の健康づくりに関する指導に関すること。 

（令３条例22・一部改正） 

（成人期における歯と口の健康づくりの推進に関する施策） 

第11条 府は、成人期における歯と口の健康づくりを推進するため、第３条の基本理念を踏

まえ、次に掲げる施策など必要な施策を実施するものとする。 

(1) むし歯や歯周病など歯科疾患の予防や改善に関すること。 

(2) 事業者や医療保険者などによる歯科健診や歯科保健指導の機会の確保に関すること。 

(3) 喫煙による歯と口の健康への悪影響の防止に関すること。 

(4) 糖尿病などの生活習慣病の改善に資する歯と口の健康づくりに関すること。 

(5) 歯科健診の促進など妊産婦の歯と口の健康づくりに関すること。 

（令３条例22・一部改正） 
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（高齢期における歯と口の健康づくりの推進に関する施策） 

第12条 府は、高齢期における歯と口の健康づくりを推進するため、第３条の基本理念を踏

まえ、次に掲げる施策など必要な施策を実施するものとする。 

(1) オーラルフレイル対策を含めた歯科健診の促進など高齢期における口腔機能の維持

向上に関すること。 

(2) 高齢者が住み慣れた地域で適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることができ

るための環境の整備に関すること。 

（令３条例22・一部改正） 

（障がい者や介護を必要とする者などの歯科保健医療サービスの提供に配慮を要する者

に対する歯と口の健康づくりの推進に関する施策） 

第13条 府は、障がい者、介護を必要とする者などの歯科保健医療サービスの提供に配慮を

要する者に対する歯と口の健康づくりを推進するため、第３条の基本理念を踏まえ、次に

掲げる施策など必要な施策を実施するものとする。 

(1) 障がい者が適切な歯科治療の提供を受けることができるための環境の整備に関する

こと。 

(2) 介護を必要とする者が適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることができるた

めの環境の整備に関すること。 

（歯と口の健康づくりの推進のための環境の整備に関する施策） 

第14条 府は、歯と口の健康づくりの推進のための環境を整備するため、第３条の基本理念

を踏まえ、次に掲げる施策など必要な施策を実施するものとする。 

(1) 歯と口の健康づくりの推進に向けた調査や研究に関すること。 

(2) 歯科医療等業務従事者の確保に関すること。 

(3) 歯と口の健康づくりの推進に携わる者の資質の向上に関すること。 

(4) 歯と口の健康づくりの推進に携わる者の連携体制に関すること。 

(5) 府内の全ての地域で適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることができるため

の環境の整備に関すること。 

(6) 災害発生時、感染症まん延時などにおける適切な歯科保健医療サービスの提供に関

すること。 

（令３条例22・一部改正） 

第２節 歯と口の健康づくりに関する計画や調査研究 

（歯と口の健康づくりに関する基本的な計画） 
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第15条 知事は、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯

と口の健康づくりに関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものと

する。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 歯と口の健康づくりに関する基本的な方針 

(2) 歯と口の健康づくりに関する目標 

(3) 歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 知事は、基本計画を定めたときや変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。 

４ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ歯と口の健康づくりに関する学

識経験者、歯科医療等業務従事者、市町村など、関係者の意見を聴くとともに、府民の意

見を反映することができるよう必要な措置を講じるものとする。 

（歯と口の健康づくりに関する調査） 

第16条 府は、府民の歯と口の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため、

おおむね５年ごとに、歯と口の健康づくりに関する実態調査を行うものとする。 

２ 府は、学齢期からの府民の歯と口の健康づくりを効果的に推進するため、児童や生徒の

むし歯、歯肉炎など歯科疾患の状況について、毎年、調査を行うものとする。 

３ 知事は、前２項の調査の結果を歯と口の健康づくりに関する施策に反映させるとともに、

必要に応じて基本計画を見直すものとする。 

（歯と口の健康づくりに関する研究） 

第17条 府は、歯と口の健康づくりに関する教育研究機関、歯科医療等業務従事者で組織す

る団体などの歯と口の健康づくりに関する教育、研究、調査などを行う団体の協力を得な

がら、口腔の状態が全身の健康に及ぼす影響に関する研究など、歯と口の健康づくりに関

する研究を推進するとともに、その成果の普及と活用の促進に努めるものとする。 

（令３条例22・一部改正） 

第３節 歯と口の健康づくりに関する府民運動 

（よい歯の日等） 

第18条 歯と口の健康づくりに関する府民の関心と理解を深めるとともに、8020運動やオー

ラルフレイル対策をはじめとする歯と口の健康づくりに関する取組が府民に定着するこ

とを目指して、よい歯の日、歯と口の健康週間、いい歯の日記念週間を設ける。 

２ よい歯の日は４月18日とし、歯と口の健康週間は６月４日から６月10日までとし、いい

歯の日記念週間は11月８日から11月14日までとする。 
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（令３条例22・一部改正） 

（歯と口の健康づくりに関する府民運動の推進組織） 

第19条 府は、歯と口の健康づくりに関する府民運動が効果的に行われるよう、歯と口の健

康づくりに関する関係団体等との推進組織を設けるものとする。 

第４章 その他の規定 

（財政上の措置） 

第20条 府は、歯と口の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講

じるよう努めるものとする。 

（雑則） 

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年条例第26号） 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（２）「京都府歯と口の健康づくり基本計画（第３次）」の概要

令和６年３月 

健 康 福 祉 部  

 
１ 計画の趣旨 

本計画は、京都府歯と口の健康づくり推進条例（平成 24 年京都府条例第 67 号）第 15 条

第１項の規定により、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、歯と口の健康づくりに関する基本的な計画(第３次)として策定する。 

 

２ 計画の期間 
令和６年度から 11 年度までの６年間 

 

３ 基本方針 

（１）歯と口の健康づくりを通じた健康寿命の延伸、健康格差の縮小 

（２）歯科疾患の早期発見・早期治療、生涯にわたっての歯科健診の受診 

（３）ライフステージに応じた知識の普及啓発による歯科疾患の予防 

（４）定期的な歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健・歯

科医療の充実 

（５）歯科口腔保健・歯科医療を推進するために必要な社会環境の整備 

 

４ ライフステージの特性を踏まえた施策の実施 

（１）乳幼児期 

 ・フッ化物塗布・洗口等によるむし歯予防の推進 

・健全な歯・口腔の育成などに関する知識の普及 

 

（２）学齢期 

・フッ化物洗口等によるむし歯予防の推進 

・学校における歯科口腔保健指導の実施 

 

（３）成人期 

・受診啓発等による歯科健診受診者の増加促進 

・歯科疾患予防のための知識の普及 

・妊産婦に対する歯科健診・歯科口腔保健指導を実施する市町村の増加 

 

（４）高齢期 

・むし歯や歯周病の減少による歯の喪失を予防 

・オーラルフレイル予防、口腔機能の維持・向上による介護予防の推進 

・高齢者への食育・食支援の推進 

・高齢者施設等での歯科健診や口腔衛生管理の実施  

 

（５）障がい者（児）・介護を必要とする者 

・障がい者（児）や要介護者の歯科保健医療・口腔衛生管理の充実 

－101－



・医療・保健・福祉の連携による歯科保健医療・口腔衛生管理の推進 

・障がい者（児）施設等での歯科健診や口腔衛生管理の実施 

・障がい者歯科診療体制の充実  

 

（６）全ての年齢層（共通） 

・歯と口の健康づくりに関する情報の提供や知識の普及啓発 

・歯科疾患予防・重症化予防の推進 

・歯科健診受診者の増加 

・食育の推進  

 

５ 歯と口の健康づくりの推進のための環境整備等に関する施策の実施 

 

対 策 内  容 

① 人材育成等 

 

・歯科医療等業務に従事する者や介護従事者等に対する情報

の提供や研修の充実 

② 歯科と医科・薬局

等との連携の推進 

・誤嚥性肺炎の予防や糖尿病等の生活習慣病患者の歯周疾患

予防や治療にあたり、多職種の連携を推進 

・がん患者等の周術期において、歯科と医科や病院歯科とか

かりつけ歯科等との連携を図り、口腔機能管理を推進 

③ 在宅歯科医療の充

実 

 

・在宅歯科医療を行うための人材育成、京都府歯科医師会が

運営する口腔サポートセンターを在宅歯科医療連携拠点

として活用し、円滑に在宅歯科医療が受けられるよう多職

種連携を推進 

④ 大規模災害時（感

染症まん延時等を

含む。）における

歯科口腔保健・歯

科医療のための体

制整備 

・歯科口腔保健の保持のため、大規模災害時の歯科医療資源

の確保、人材育成・確保等、速やかに口腔ケア等の対応が

行えるよう歯科保健医療の提供体制を整備 

⑤ 口腔保健支援セン

ターの設置・運営 

 

・口腔保健支援センターを設置し、歯科疾患の予防・重症化

予防、歯と口の健康格差の縮小のため、総合的かつ計画的

に歯科保健医療の充実に向けた取組を推進 

⑥ 京都府民歯科保健

実態調査の実施 

 

・歯科口腔保健の推進状況、本計画の指標等を適切に評価す

るため、おおむね６年ごとに京都府民歯科保健実態調査を

実施 

⑦ 府民運動の推進 

 

・府民の関心と理解を深めるため、よい歯の日、歯と口の健

康週間及びいい歯の日記念週間を設け、啓発イベントなど

府民運動を展開 

 

６ 計画の推進体制と進行管理 

 行政機関、関係団体、学識経験者等からなる「京都歯と口の健康づくり推進協議会」を設

置し、毎年度、計画の進行管理を行う。 
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現状値 目標値

令和４年度 令和11年度

◆◆　　乳乳幼幼児児期期

【【目目標標】】健健全全なな歯歯・・口口腔腔のの育育成成

３歳児でむし歯のない者の割合の増加 *1 91.3%
(R5実績)

95%

◆◆　　学学齢齢期期（（高高等等学学校校等等をを含含むむ。。））

【【目目標標】】健健全全なな歯歯・・口口腔腔のの育育成成

12歳児の一人平均むし歯数（DMFT指数）*2 0.50
（R6実績）

0.3本以下

12歳児でむし歯のない者の割合の増加 *2 73.78%
（R6実績）

85%

◆◆　　成成人人期期（（妊妊産産婦婦ででああるる期期間間をを含含むむ。。））・・高高齢齢期期

【【目目標標】】むむしし歯歯予予防防にによよるる健健全全なな口口腔腔状状態態・・機機能能のの維維持持・・向向上上

40歳(35～44歳)の未処置歯を有する者の割合の減少 42.5% 25%

【【目目標標】】歯歯周周病病予予防防にによよるる健健全全なな口口腔腔状状態態・・機機能能のの維維持持・・向向上上

20歳代における進行した歯周炎を有する者の割合の減少 27.1% 20%

30歳代における進行した歯周炎を有する者の割合の減少 36.7% 30%

40歳代における進行した歯周炎を有する者の割合の減少 42.7% 35%

50歳代における進行した歯周炎を有する者の割合の減少 50.2% 45%

60歳代における進行した歯周炎を有する者の割合の減少 56.4% 50%

【【目目標標】】生生活活のの質質のの向向上上にに向向けけたた健健全全なな口口腔腔状状態態・・機機能能のの維維持持・・向向上上

50歳以上における咀嚼
そしゃく

良好者の割合の増加 58.8% 70%

「オーラルフレイル」の言葉や意味を知っている者の増加 10.3% 50%

【【目目標標】】歯歯のの喪喪失失のの防防止止

40歳以上における自分の歯が19歯以下の者の割合の減少 18.8% 10%

80歳(75～84歳)で20本以上の自分の歯を有する者の割合の増加 57.7% 65%

【【目目標標】】歯歯科科健健診診のの受受診診のの機機会会及及びび実実施施体体制制のの整整備備

20歳以上で過去１年間に歯科健診を受診した者の割合の増加 66.5% 75%

※京都市を除く。

*1：厚生労働省地域保健・健康増進事業報告から算出

現状値：令和４年度京都府民歯科保健実態調査統計値

歯歯とと口口のの健健康康づづくくりりにに関関すするる主主なな目目標標

項　　目

*2：京都府教育庁指導部保健体育課「京都府児童生徒の健康と体力の現状～『学校保健編』～」から引用、
　　算出
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（３）　学校保健　－疾病・異常－

１　健康状態

　（１）疾病・異常の被患率別状況

　　　　表１は、京都府内児童生徒の疾病・異常の被患率を校種別・男女別に示したものである。

↑↑ 裸眼視力1.0未満の者 ↓↓ 裸眼視力1.0未満の者

↓↓ 裸眼視力1.0未満の者

↓↓ 裸眼視力1.0未満の者

↓↓ 裸眼視力1.0未満の者 ↓↓ 裸眼視力1.0未満の者 ↓↓ むし歯(う歯)

↓↓ むし歯(う歯) ↓↓ むし歯(う歯)

↓↓ むし歯(う歯) ↓↓ むし歯(う歯) ↓↓ むし歯(う歯)

↓↓ 鼻・副鼻腔疾患 ↑↑ その他の歯疾患 ↓↓ ｢CO｣のある者 ↓↓ ｢CO｣のある者 ↓↓ ｢CO｣のある者 ↓↓ ｢CO｣のある者

↓↓ その他の眼疾患･異常 ↓↓ 鼻・副鼻腔疾患 ↓↓ 鼻・副鼻腔疾患

↑↑ その他の歯疾患 ↓↓ ｢CO｣のある者 ↑↑ ｢GO｣のある者

↓↓ 耳疾患 ↓↓ 咬合・歯列 ↓↓ その他の眼疾患･異常 ↑↑ ｢GO｣のある者 ↑↑ その他の眼疾患･異常 ↑↑ 鼻・副鼻腔疾患

↑↑ ｢CO｣のある者 ↑↑ その他の眼疾患･異常 ↓↓ 耳疾患 ↓↓ 咬合・歯列 ↑↑ 耳疾患

↓↓ 咬合・歯列 ↓↓ 耳疾患 ↓↓ その他の歯疾患 ↓↓ 鼻・副鼻腔疾患 ↓↓ 鼻・副鼻腔疾患

↓↓ 咬合・歯列

↑↑ 肥満傾向 ↓↓ 心電図異常 ↓↓ その他の眼疾患･異常 ↑↑ 咬合・歯列 ↑↑ その他の眼疾患･異常

↑↑ ｢GO｣のある者 ↓↓ 蛋白検出 ↓↓ その他の歯疾患 ↓↓ 歯肉 ↑↑ 咬合・歯列

↓↓ 耳疾患 ↑↑ 心電図異常

↑↑ 蛋白検出

↓↓ 色覚異常の疑い ↑↑ ｢GO｣のある者 ↑↑ 肥満傾向 ↓↓ 心電図異常 ↓↓ 色覚異常の疑い ↑↑ その他の歯疾患

↓↓ 心電図異常 ↓↓ 肥満傾向 ↓↓ 色覚異常の疑い ↑↑ 歯肉 ↑↑ その他の歯疾患 ↓↓ 心電図異常

↑↑ 心電図異常 ↓↓ 歯肉 ↑↑ 肥満傾向 ↓↓ ｢GO｣のある者 ↓↓ 耳疾患

↓↓ 蛋白検出 ↑↑ 蛋白検出

↑↑ 脊柱側わん要精検 ↓↓ 歯肉

↑↑ 脊柱側わん要精検 ↑↑ 脊柱側わん要精検 ↓↓ 脊柱側わん要精検 ↑↑ 心臓の疾病・異常 ↑↑ 栄養不良(栄養要注意) ↑↑ 脊柱側わん要精検

↑↑ 口腔咽喉頭･疾患･異常 ↓↓ 心臓の疾病・異常 ↑↑ 心臓の疾病・異常 ↑↑ 栄養不良(栄養要注意) ↑↑ 肥満傾向 ↓↓ ｢GO｣のある者

↓↓ 歯肉 ↓↓ 歯肉 ↑↑ 脊柱側わん要精検 ↓↓ その他の疾病・異常

↓↓ 心臓の疾病・異常 ↓↓ 蛋白検出 ↓↓ 心臓の疾病・異常 ↑↑ 栄養不良(栄養要注意)

↑↑ その他の疾病・異常

↑↑ 栄養不良(栄養要注意) ↑↑ 口腔咽喉頭･疾患･異常 ↑↑ 栄養不良(栄養要注意) ↓↓ その他の疾病・異常 ↓↓ 心臓の疾病・異常

↓↓ 口腔の疾病異常 ↓↓ その他の疾病・異常 ↑↑ 口腔の疾病異常 ↑↑ 口腔の疾病異常 ↑↑ 肥満傾向

↑↑ 蛋白検出 ↓↓ 口腔の疾病異常 ↓↓ その他の疾病・異常

↓↓ その他の疾病・異常 ↑↑ 栄養不良(栄養要注意)

↑↑ 感染性眼疾患 ↑↑ 難聴 ↑↑ 腰の異常要精検 ↓↓ 難聴 ↑↑ 胸郭の異常要精検 ↓↓ 色覚異常の疑い

↓↓ 難聴 ↑↑ 感染性眼疾患 ↑↑ 下肢の異常要精検 ↓↓ 色覚異常の疑い ↓↓ 腰の異常要精検 ↓↓ 口腔咽喉頭･疾患･異常

↓↓ 色覚異常の疑い →→ 難聴 ↓↓ 口腔咽喉頭･疾患･異常 ↑↑ その他要精検（四肢） ↓↓ 尿糖検出

→→ 尿糖検出 ↑↑ 口腔咽喉頭･疾患･異常 ↑↑ 顎関節 →→ 難聴 ↑↑ 腰の異常要精検

↓↓ 尿糖検出 ↓↓ 尿糖検出 ↓↓ 口腔咽喉頭･疾患･異常 ↑↑ 顎関節

↓↓ 胸郭の異常要精検 ↑↑ 腰の異常要精検 →→ 顎関節 ↑↑ 難聴

↓↓ 下肢の異常要精検 ↓↓ 尿糖検出 ↑↑ その他要精検（四肢）

↑↑ 胸郭の異常要精検 →→ 胸郭の異常要精検 ↓↓ 上肢の異常要精検 ↑↑ 胸郭の異常要精検 ↓↓ 上肢の異常要精検 ↑↑ しゃがみ込み要精検

↓↓ 腰の異常要精検 ↓↓ 下肢の異常要精検 ↓↓ しゃがみ込み要精検 →→ しゃがみ込み要精検 ↑↑ 下肢の異常要精検 →→ 下肢の異常要精検

↑↑ 上肢の異常要精検 ↑↑ 顎関節 →→ その他要精検（四肢） ↓↓ 感染性眼疾患 ↓↓ しゃがみ込み要精検 ↑↑ 上肢の異常要精検

↓↓ 下肢の異常要精検 ↓↓ しゃがみ込み要精検 ↓↓ 感染性眼疾患 ↓↓ 上肢の異常要精検 →→ 感染性眼疾患 ↑↑ 胸郭の異常要精検

↑↑ しゃがみ込み要精検 ↑↑ 結核 ↓↓ 顎関節 ↓↓ その他要精検（四肢） ↑↑ 感染性皮膚疾患 ↑↑ 感染性皮膚疾患

→→ その他要精検（四肢） ↓↓ 腰の異常要精検 ↓↓ 口腔の疾病異常 ↓↓ 口腔の疾病異常

↑↑ 感染性皮膚疾患 ↑↑ 上肢の異常要精検 ↓↓ 感染性眼疾患

↑↑ 顎関節 ↑↑ 片脚立ち要精検

↑↑ 結核 ↓↓ その他要精検（四肢）

↑↑ 尿糖検出 ↑↑ 感染性皮膚疾患

↓↓ 片脚立ち要精検 ↓↓ 片脚立ち要精検 →→ 結核 →→ 片脚立ち要精検 ↓↓ 結核

↓↓ 感染性皮膚疾患 →→ 片脚立ち要精検 →→ 結核 →→ 片脚立ち要精検

→→ 結核 →→ 感染性皮膚疾患

資料：「令和６年度　京都府児童生徒の健康と体力の現状」

男子 女子

ⅡⅡ　　学学　　校校　　保保　　健健
―　疾病・異常　―

　　　　　　表表１１　　疾疾病病・・異異常常のの被被患患率率等等
（（↑↑……前前年年度度よよりりポポイインントト増増　　　　↓↓……前前年年度度よよりりポポイインントト減減　　　　→→……前前年年度度とと同同じじ））

小学校 中学校 高等学校

40%～50%

男子 女子 男子 女子

90%以上

　80%以上
　 90%未満

70%～80%

60%～70%

50%～60%

30%～40%

20%～30%

10%～20%

1%
～
10%

8～10

6～8

4～6

2～4

1～2

0.1%
～
1%

0.5
～
1

0.1
～
0.5

0.1%未満

0%

注１「その他の眼疾患・異常」とは、擬似トラコーマ・麦粒腫(ものもらい)・眼炎・斜視・片目失明等である。

注２「その他の歯疾患」とは、歯周疾患・不正咬合(ふせいこうごう)・斑状歯(はんじょうし)・要注意乳歯等のある者等である。

注３「顎関節」「咬合」「歯肉」とは、歯科医の診断を必要とする程度のものを掲出している。

注４「心電図異常」とは、心電図検査の結果異常と判断された者である。

注５「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。
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（３）　学校保健　－疾病・異常－

１　健康状態

　（１）疾病・異常の被患率別状況

　　　　表１は、京都府内児童生徒の疾病・異常の被患率を校種別・男女別に示したものである。

↑↑ 裸眼視力1.0未満の者 ↓↓ 裸眼視力1.0未満の者

↓↓ 裸眼視力1.0未満の者

↓↓ 裸眼視力1.0未満の者

↓↓ 裸眼視力1.0未満の者 ↓↓ 裸眼視力1.0未満の者 ↓↓ むし歯(う歯)

↓↓ むし歯(う歯) ↓↓ むし歯(う歯)

↓↓ むし歯(う歯) ↓↓ むし歯(う歯) ↓↓ むし歯(う歯)

↓↓ 鼻・副鼻腔疾患 ↑↑ その他の歯疾患 ↓↓ ｢CO｣のある者 ↓↓ ｢CO｣のある者 ↓↓ ｢CO｣のある者 ↓↓ ｢CO｣のある者

↓↓ その他の眼疾患･異常 ↓↓ 鼻・副鼻腔疾患 ↓↓ 鼻・副鼻腔疾患

↑↑ その他の歯疾患 ↓↓ ｢CO｣のある者 ↑↑ ｢GO｣のある者

↓↓ 耳疾患 ↓↓ 咬合・歯列 ↓↓ その他の眼疾患･異常 ↑↑ ｢GO｣のある者 ↑↑ その他の眼疾患･異常 ↑↑ 鼻・副鼻腔疾患

↑↑ ｢CO｣のある者 ↑↑ その他の眼疾患･異常 ↓↓ 耳疾患 ↓↓ 咬合・歯列 ↑↑ 耳疾患

↓↓ 咬合・歯列 ↓↓ 耳疾患 ↓↓ その他の歯疾患 ↓↓ 鼻・副鼻腔疾患 ↓↓ 鼻・副鼻腔疾患

↓↓ 咬合・歯列

↑↑ 肥満傾向 ↓↓ 心電図異常 ↓↓ その他の眼疾患･異常 ↑↑ 咬合・歯列 ↑↑ その他の眼疾患･異常

↑↑ ｢GO｣のある者 ↓↓ 蛋白検出 ↓↓ その他の歯疾患 ↓↓ 歯肉 ↑↑ 咬合・歯列

↓↓ 耳疾患 ↑↑ 心電図異常

↑↑ 蛋白検出

↓↓ 色覚異常の疑い ↑↑ ｢GO｣のある者 ↑↑ 肥満傾向 ↓↓ 心電図異常 ↓↓ 色覚異常の疑い ↑↑ その他の歯疾患

↓↓ 心電図異常 ↓↓ 肥満傾向 ↓↓ 色覚異常の疑い ↑↑ 歯肉 ↑↑ その他の歯疾患 ↓↓ 心電図異常

↑↑ 心電図異常 ↓↓ 歯肉 ↑↑ 肥満傾向 ↓↓ ｢GO｣のある者 ↓↓ 耳疾患

↓↓ 蛋白検出 ↑↑ 蛋白検出

↑↑ 脊柱側わん要精検 ↓↓ 歯肉

↑↑ 脊柱側わん要精検 ↑↑ 脊柱側わん要精検 ↓↓ 脊柱側わん要精検 ↑↑ 心臓の疾病・異常 ↑↑ 栄養不良(栄養要注意) ↑↑ 脊柱側わん要精検

↑↑ 口腔咽喉頭･疾患･異常 ↓↓ 心臓の疾病・異常 ↑↑ 心臓の疾病・異常 ↑↑ 栄養不良(栄養要注意) ↑↑ 肥満傾向 ↓↓ ｢GO｣のある者

↓↓ 歯肉 ↓↓ 歯肉 ↑↑ 脊柱側わん要精検 ↓↓ その他の疾病・異常

↓↓ 心臓の疾病・異常 ↓↓ 蛋白検出 ↓↓ 心臓の疾病・異常 ↑↑ 栄養不良(栄養要注意)

↑↑ その他の疾病・異常

↑↑ 栄養不良(栄養要注意) ↑↑ 口腔咽喉頭･疾患･異常 ↑↑ 栄養不良(栄養要注意) ↓↓ その他の疾病・異常 ↓↓ 心臓の疾病・異常

↓↓ 口腔の疾病異常 ↓↓ その他の疾病・異常 ↑↑ 口腔の疾病異常 ↑↑ 口腔の疾病異常 ↑↑ 肥満傾向

↑↑ 蛋白検出 ↓↓ 口腔の疾病異常 ↓↓ その他の疾病・異常

↓↓ その他の疾病・異常 ↑↑ 栄養不良(栄養要注意)

↑↑ 感染性眼疾患 ↑↑ 難聴 ↑↑ 腰の異常要精検 ↓↓ 難聴 ↑↑ 胸郭の異常要精検 ↓↓ 色覚異常の疑い

↓↓ 難聴 ↑↑ 感染性眼疾患 ↑↑ 下肢の異常要精検 ↓↓ 色覚異常の疑い ↓↓ 腰の異常要精検 ↓↓ 口腔咽喉頭･疾患･異常

↓↓ 色覚異常の疑い →→ 難聴 ↓↓ 口腔咽喉頭･疾患･異常 ↑↑ その他要精検（四肢） ↓↓ 尿糖検出

→→ 尿糖検出 ↑↑ 口腔咽喉頭･疾患･異常 ↑↑ 顎関節 →→ 難聴 ↑↑ 腰の異常要精検

↓↓ 尿糖検出 ↓↓ 尿糖検出 ↓↓ 口腔咽喉頭･疾患･異常 ↑↑ 顎関節

↓↓ 胸郭の異常要精検 ↑↑ 腰の異常要精検 →→ 顎関節 ↑↑ 難聴

↓↓ 下肢の異常要精検 ↓↓ 尿糖検出 ↑↑ その他要精検（四肢）

↑↑ 胸郭の異常要精検 →→ 胸郭の異常要精検 ↓↓ 上肢の異常要精検 ↑↑ 胸郭の異常要精検 ↓↓ 上肢の異常要精検 ↑↑ しゃがみ込み要精検

↓↓ 腰の異常要精検 ↓↓ 下肢の異常要精検 ↓↓ しゃがみ込み要精検 →→ しゃがみ込み要精検 ↑↑ 下肢の異常要精検 →→ 下肢の異常要精検

↑↑ 上肢の異常要精検 ↑↑ 顎関節 →→ その他要精検（四肢） ↓↓ 感染性眼疾患 ↓↓ しゃがみ込み要精検 ↑↑ 上肢の異常要精検

↓↓ 下肢の異常要精検 ↓↓ しゃがみ込み要精検 ↓↓ 感染性眼疾患 ↓↓ 上肢の異常要精検 →→ 感染性眼疾患 ↑↑ 胸郭の異常要精検

↑↑ しゃがみ込み要精検 ↑↑ 結核 ↓↓ 顎関節 ↓↓ その他要精検（四肢） ↑↑ 感染性皮膚疾患 ↑↑ 感染性皮膚疾患

→→ その他要精検（四肢） ↓↓ 腰の異常要精検 ↓↓ 口腔の疾病異常 ↓↓ 口腔の疾病異常

↑↑ 感染性皮膚疾患 ↑↑ 上肢の異常要精検 ↓↓ 感染性眼疾患

↑↑ 顎関節 ↑↑ 片脚立ち要精検

↑↑ 結核 ↓↓ その他要精検（四肢）

↑↑ 尿糖検出 ↑↑ 感染性皮膚疾患

↓↓ 片脚立ち要精検 ↓↓ 片脚立ち要精検 →→ 結核 →→ 片脚立ち要精検 ↓↓ 結核

↓↓ 感染性皮膚疾患 →→ 片脚立ち要精検 →→ 結核 →→ 片脚立ち要精検

→→ 結核 →→ 感染性皮膚疾患

資料：「令和６年度　京都府児童生徒の健康と体力の現状」

男子 女子

ⅡⅡ　　学学　　校校　　保保　　健健
―　疾病・異常　―

　　　　　　表表１１　　疾疾病病・・異異常常のの被被患患率率等等
（（↑↑……前前年年度度よよりりポポイインントト増増　　　　↓↓……前前年年度度よよりりポポイインントト減減　　　　→→……前前年年度度とと同同じじ））

小学校 中学校 高等学校

40%～50%

男子 女子 男子 女子

90%以上

　80%以上
　 90%未満

70%～80%

60%～70%

50%～60%

30%～40%

20%～30%

10%～20%

1%
～
10%

8～10

6～8

4～6

2～4

1～2

0.1%
～
1%

0.5
～
1

0.1
～
0.5

0.1%未満

0%

注１「その他の眼疾患・異常」とは、擬似トラコーマ・麦粒腫(ものもらい)・眼炎・斜視・片目失明等である。

注２「その他の歯疾患」とは、歯周疾患・不正咬合(ふせいこうごう)・斑状歯(はんじょうし)・要注意乳歯等のある者等である。

注３「顎関節」「咬合」「歯肉」とは、歯科医の診断を必要とする程度のものを掲出している。

注４「心電図異常」とは、心電図検査の結果異常と判断された者である。

注５「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

　（２）主な疾病・異常等の推移

  　　　疾病・異常等のうち、主なものについて、その推移をみると表２のとおりである。

全国 府 全国 府 全国 府 全国 府 全国 府 全国 府 全国 府 全国 府

R6 36.8 35.1 6.3 7.5 12.1 12.0 1.0 1.0 32.9 32.5 1.0 0.9 2.6 3.4 2.9 4.6

R5 37.8 35.8 6.3 7.8 12.4 12.6 0.9 0.9 34.8 35.1 0.8 0.9 2.4 3.6 2.9 4.6

R4 37.9 35.6 6.6 8.2 11.4 12.7 0.7 0.9 37.0 38.4 1.0 1.0 2.6 3.5 2.9 4.9

R3 36.9 35.8 6.8 7.6 11.9 10.9 0.9 0.9 39.0 42.4 0.9 0.9 2.5 3.5 3.3 4.7

R2 37.5 35.9 6.1 6.9 11.0 9.0 1.0 0.8 40.2 41.8 0.9 1.3 2.5 2.8 3.3 4.9

R6 60.6 57.6 4.8 5.9 10.6 8.3 0.5 0.3 26.5 25.6 2.8 3.3 3.0 3.8 1.9 3.5

R5 60.9 59.3 4.9 6.4 10.5 8.8 0.5 0.3 28.0 26.9 2.8 3.6 3.2 4.0 2.0 3.7

R4 61.2 59.7 4.8 6.5 10.7 9.6 0.4 0.5 28.2 27.9 2.9 3.8 3.2 3.7 2.2 3.5

R3 60.7 59.2 4.9 6.3 10.1 9.5 0.5 0.4 30.4 28.4 2.8 4.3 3.1 3.7 2.3 3.5

R2 58.3 58.6 5.0 5.5 10.2 8.6 0.5 0.4 32.2 27.2 3.3 4.7 3.3 3.7 2.6 5.0

R6 71.0 72.0 2.6 4.7 7.9 7.3 0.4 0.3 34.7 29.0 2.7 3.7 3.1 4.1 1.4 3.3

R5 67.8 72.3 2.6 4.7 7.6 7.2 0.3 0.3 36.4 30.2 2.5 3.5 3.1 4.1 1.5 3.5

R4 71.6 72.8 2.3 4.7 8.5 6.9 0.3 0.4 38.3 29.7 2.8 3.4 3.0 4.1 1.7 3.6

R3 70.8 71.7 2.5 4.1 8.8 6.1 0.2 0.4 39.8 31.0 2.8 3.5 3.2 4.4 1.7 4.0

R2 63.2 72.2 2.5 4.1 6.9 4.9 0.3 0.3 41.7 33.0 3.2 3.5 3.3 5.0 1.8 5.2

２　現状

　　令和６年度健康診断結果における主な疾病・異常のうち「視力」「歯・口腔の疾患」「アレルギー

　疾患」「肥満傾向」「栄養不良」について、その現状を見ると以下のとおりである。

　

　（１）視力

高

等

学

校

注１：全国値は、文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室が実施した「学校保健統計調査」結果参照

　　　　　　表表２２　　主主なな疾疾病病・・異異常常のの推推移移

校

種

年

度

裸 眼 視 力
1.0 未 満

耳 疾 患 鼻･副鼻腔
疾 患

口腔咽喉頭
疾 患

う 歯 蛋 白 検 出 ぜ ん 息

小

学

校

心 電 図
異 常

中

学

校

図１・２は視力1.0未満の者の割合を年齢別にそれぞれ「1.0未満 0.7以上」「0.7未満 0.3以上」

「0.3未満」について男女別に示したものである。

図図１１ 年年齢齢別別裸裸眼眼視視力力11..00未未満満のの者者のの割割合合

（（京京都都府府男男子子））

0

20

40

60

80

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

％

歳

0.3未満

0.7未満0.3以上

1.0未満0.7以上

表１により、1.0未満の者の割合は、高等学校

男子で増加し、その他の校種では減少している。

表２により、裸眼視力1.0未満の者は、令和５

年度の全国割合より概ね低いものの、高等学校

の割合は高い。

図１により、男子において1.0未満の者の割合

は、15歳（高校１年生）で69.9％と７割近くな

り、16歳（高校２年生）71.9％、17歳（高校３

年生）72.2％と７割を超える割合となっている。

【表１ 疾病・異常の被患率等 参照】

【表２ 主な疾病・異常の推移 参照】

【資料編 令和６年度 児童生徒の疾病・異常

（京都府） 参照】
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　（２）歯・口腔の疾患

図図２２ 年年齢齢別別裸裸眼眼視視力力11..00未未満満のの者者のの割割合合

（（京京都都府府女女子子））

0

20

40

60

80

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

％

歳

0.3未満
0.7未満0.3以上
1.0未満0.7以上

図図３３ 裸裸眼眼視視力力00..33未未満満のの者者のの割割合合推推移移

（（京京都都府府1111歳歳男男女女））
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％

11歳男子 11歳女子

図図４４ 年年齢齢別別うう歯歯のの者者のの割割合合（（京京都都府府男男子子））
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図図５５ 年年齢齢別別うう歯歯のの者者のの割割合合（（京京都都府府女女子子））
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図４・５は年齢別にう歯（治療済みを含む）のある者の割合を男女別に示したものである。

図３は、11歳（小学校６年）の0.3未満の

者の割合の年次推移である。

男子は、平成26年度以降、増加し続けてお

り、令和５年度には20％を超えた。

女子は、令和３年度をピークに減少してい

るが、男子と比較して高い割合で推移してお

り、高止まり傾向である。

【資料編 令和６年度 児童生徒の疾病・異

常（京都府） 参照】

図２により、女子において年齢別裸眼視力

1.0未満の者の割合は、13歳（中学２年生）

で６割を超え、15歳（高校１年生）72.4％、

16歳（高校２年生）72.4％、17歳（高校３年

生）73.9％と７割を超える値となっている。

また、男子と比較すると高い割合で推移し

ている。

【資料編 令和６年度 児童生徒の疾病・異

常（京都府） 参照】

表１・２により、う歯（治療済みを含む）

のある者の割合は、どの校種においても減少

している。また、令和５年度の全国割合より

も低い。

図４により、男子においては、８歳（小学

３年生）39.4％、９歳（小学４年生）39.8％

の割合が高い。

図５により、女子においても、８歳（小学

３年生）36.7％、９歳（小学４年生）37.5％

の割合が高く、男女ともにこの年齢層の割合

が高いことがわかる。

う歯未処置者については、男子７歳（小学

２年生）18.9％、男子８歳（小学３年生）

20.4％の割合が高い。

【表１ 疾病・異常の被患率等 参照】

【表２ 主な疾病・異常の推移 参照】

【資料編 令和６年度 児童生徒の疾病・異

常（京都府）参照】
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（４）　障害者等歯科健診・指導事業

歯歯　　科科　　健健　　診診　　票票 （受診者用）

令令和和 年年 月月 日日

施設名 氏名 性別 年齢

（健診用）

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

令令和和 年年 月月 日日

（指導用）

　　　ー健診票の見方ー
外側の１～８は永久歯、内側のＡ～Ｅは乳歯です。
健診の結果は、次の記号で表しています。

／：健康な歯 歯石沈着→歯石がある場合
Ｃ：むし歯 不正咬合→悪い咬み合わせ、悪い歯並びなど
○：治療ずみの歯 歯周疾患→歯肉炎、歯周炎（歯槽膿漏）がある場合
△：抜けている歯 その他 　→悪いくせなどがある場合
×：抜去を要する歯

※　健診の結果は、京都府歯科医師会が施設ごとにまとめて集計し、実施主体である京都府健康対策課に報告いたします。

指 導 内 容

・もう少し小さい歯ブラシを使いましょう　　　・歯ブラシを交換しましょう
・むし歯の治療をしましょう　　　　・歯石を取りましょう　　・ていねいに磨きましょう
・その他

口腔内の清掃状態(粘膜） ① き れ い ② よ ご れ て い る （ 舌 ・ 口 蓋 ・ 歯 肉 ・ 頬 粘 膜 ・ そ の 他 ）

歯 石 沈 着 　有　　　　　・　　　　無　 健診後の歯科受診 受診（予約済含む）　・　未受診　・　不要

指指　　導導　　日日

指導歯科衛生士名

指 導 形 態 ①　本　　人　　　　　　　　　　②　介　　助　　者　　　　　　　　　　③両方

口腔内の清掃状態（ 歯） ① き れ い ② 少 し よ ご れ て い る ③ よ ご れ て い る （ も っ と 歯 を 磨 き ま し ょ う ）

総合判定

歯科健診受診状況 　　問題なし　　　　介助により良好　　　　困難

歯科指導の必要性 　　必要なし　　　　口腔清掃　　 　　　　　 その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

歯科治療の必要性 　　緊急に必要　　必要　　 必要なし

口腔内の清掃状態(粘膜） ① き れ い ② よ ご れ て い る （ 舌 ・ 口 蓋 ・ 歯 肉 ・ 頬 粘 膜 ・ そ の 他 ）

義 歯 の 清 掃 状 態 ① き れ い ② 少 し よ ご れ て い る ③ よ ご れ て い る （ も っ と 義 歯 を 磨 き ま し ょ う ）

義 歯 の 状 態 ① 良 い ② 要 調 整 ③ 作 成 ④ 作 成 不 要

歯 周 疾 患 有　　　　　・　　　　無 そ の 他

口 腔 内 の 清 掃 状 態 ( 歯） ① き れ い ② 少 し よ ご れ て い る ③ よ ご れ て い る （ も っ と 歯 を 磨 き ま し ょ う ）

右 左

歯 石 沈 着 有　　　　　・　　　　無 不 正 咬 合 有　　　　・　　　　無

健診歯科医師名 指導歯科衛生士名

様式２

健健　　診診　　日日

男 ・ 女
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（５） 地方公共団体における歯科保健医療業務指針 

 

令和６年３月28日医政発0328第23号 

厚生労働省医政局長通知 

 

都道府県等の地方公共団体における歯科保健業務については、平成9年４月に地域保健対

策強化のための関係法律の整備に関する法律（平成６年法律第84号）が全面施行されたこと

を踏まえて定めた「都道府県及び市町村における歯科保健業務指針」（平成９年３月３日付

け健政発第138号厚生省健康政策局長通知「都道府県及び市町村における歯科保健業務指針

について」別添。以下「旧指針」という。）に基づき取り組まれてきたところである。 

平成９年に旧指針が策定されて以降、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成23年法律

第95号。以下「歯科口腔保健法」という。）の制定や、同法に基づく「歯科口腔保健の推

進に関する基本的事項」（以下「基本的事項」という。）の策定等を通じ、地方公共団体

における歯科保健業務を取り巻く環境は大きく変化している。 

他方で、我が国においては、少子高齢化の進展による人口構成の変化や歯科疾患の疾病構

造等の変化に伴い、歯科医療提供体制を取り巻く状況にも大きな変化をもたらされている。

特に、都道府県や都道府県が設置する保健所（以下単に「保健所」という。）においては、

従来の歯科保健業務に加えて、医療と介護の連携体制の構築、障害者への対応、災害・新興

感染症等の有事への対応も含め、歯科医療提供体制の確保に関する多種多様な対応が求め

られている。 

また、市町村及び特別区においては、介護保険法（平成９年法律第123 号）の施行以降、

介護保険を運営しており、医療及び介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括

的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要であり、高齢者における口腔の健康の

保持・増進を図る観点からも、介護分野と連携を図りながら歯科保健医療業務を進めていく

ことが求められている。 

こうした昨今の歯科保健医療を取り巻く状況を踏まえ、地域における歯科保健医療提供 

体制の充実を図る観点から、都道府県及び保健所、市町村並びに保健所設置市及び特別区に

おける歯科保健及び歯科医療業務の役割分担を明らかにするため、以下の指針を業務の参

考として示すこととした。なお、これらの内容については、各地域の実情に応じて柔軟に対

応すべきものである。 

 

第一 都道府県及び保健所における歯科保健医療業務 

１ 地域歯科保健体制の整備について 

（１） 企画・調整・計画の策定・評価 

都道府県は、生涯を通じた住民の歯科口腔保健の推進を図るため、基本的事項 

     を踏まえ、市町村、関係団体、医療・福祉関係機関等と連携し、各都道府県にお 
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ける歯科口腔保健の推進に関する基本的な方針となる歯科口腔保健に係る計画を

策定し、施策の具体化を行うよう努めること。なお、歯科口腔保健の施策について、

ＰＤＣＡサイクルに沿った評価を定期的に行い、施策の改善及び充実に努めるこ

と。 

また、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）に基づく都道府県健康増進計画や

基本的事項における歯と口腔の分野においては、う蝕や歯周病の予防等の施策の

具体化を図るとともに、介護保険法に基づく介護保健事業支援計画の策定におい

ても、高齢者に対する口腔機能向上の取組等の施策の具体化を行う等、各計画との

有機的な連携を図ること。 

（２） 行政歯科専門職の確保・配置 

都道府県は、地域の実情に応じた効果的な歯科保健業務が円滑かつ適切に実施

できるよう、各種歯科保健対策の企画・立案、市町村、関係団体、医療・福祉関係

機関等との調整を行う歯科専門職（歯科医師、歯科衛生士等）の確保・配置に努め

ること。 

（３） 調査研究 

都道府県は、歯科疾患実態調査等を実施するとともに、管下の地域の歯科保健医 

療に関する課題を踏まえつつ、歯科保健医療等の調査及び研究並びに歯科保健対

策に関する研究を、大学、学会、研究機関等と連携を図りながら実施すること。 

（４） 情報の収集・提供 

都道府県は、歯科保健関連情報及び歯科関連施設情報等を広域的に収集・精査す

るための体制を整備し、その情報を市町村等に提供するとともに、保健所で行う歯

科保健業務の推進に活用し、さらに、地域性や住民ニーズに即した歯科口腔保健の

普及・啓発を図ること。 

また、市町村の歯科保健事業の企画立案に必要な、市町村毎の歯科保健医療に関

するデータの分析・提供や先進的、効果的な歯科保健対策に関する情報等を収集し、

市町村に提供すること。 

（５） 地域の関係団体及び関係部局との連携 

都道府県は、歯科口腔保健の施策が円滑に実施されるよう、各都道府県の歯科医

師会、歯科衛生士会、歯科技工士会の歯科医療関係団体に加えて、医師会、薬剤師

会、看護協会、栄養士会等の保健医療関係団体、大学・学会等の学術機関、介護関

係団体、障害福祉関係団体、商工会議所等の企業関係団体、庁内の保健医療福祉の

関係部局や教育委員会との連携を密に図りながら、効果的な歯科口腔保健の施策

に取り組むこと。 

特に、近年、児童虐待と多数歯う蝕との関係が指摘されていることを踏まえ、児

童相談所との連携にも配慮すること。 
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（６） 生涯を通じた歯科健診の推進 

都道府県は、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期に至る生涯を通じた歯科健診の

体制整備を図るため、歯科医師会、歯科衛生士会、市町村、医療保険者、事業所等

と連携しながら、歯科健診の支援や住民に対する歯科健診の普及啓発に取り組む

こと。特に、成人期の歯周病の早期予防・発見に向けて、20 歳代や 30 歳代の若

年者を中心に、かかりつけ歯科医の定着や、市町村による歯周疾患検診、企業等に

おける歯科健診の積極的な支援等に努めること。 

（７） 障害者に対する歯科保健対策の推進 

都道府県は、障害者（医療的ケア児を含む。）についても定期的に歯科健診を受

けることができるよう、地域の歯科医師会、歯科衛生士会及び関係学会と連携しな

がら、在宅や施設における歯科健診への支援、摂食嚥下障害を持つ障害児等への口

腔機能の育成の取組、施設職員による口腔ケアの知識や技術の研修の実施に努め

ること。 

（８） 要介護高齢者等に対する歯科保健対策の推進 

都道府県は、要介護高齢者であっても定期的に歯科健診を受けることができる

よう、地域の歯科医師会や歯科衛生士会と連携しながら、在宅や施設における歯科

健診への支援や職員による口腔の管理の知識や技術の研修の実施に努めること。

また、高齢者の口腔機能の維持向上や機能低下に関する普及啓発の他、高齢者の摂

食嚥下障害や口腔機能の低下に対応できる人材育成、歯科専門職を含めた多職種

による連携体制の構築に努めること。 

（９） 科学的根拠に基づく歯科保健対策の推進 

都道府県は、歯科口腔保健の施策が効果的かつ実効性のある取組となるよう、科

学的根拠に基づき施策の検討、具体化を図り、その導入支援に取り組むこと。特に、

う蝕予防におけるフッ化物歯面塗布やフッ化物洗口等の歯科保健対策については、

高いう蝕予防効果と安全性が十分に確立していることから、普及・推進に取り組む

ことは大変重要であるが、関係者が地域のう蝕の減少及び健康格差の縮小を図る

という共通認識を持つことが重要であるため、関係者の合意を得た上で取り組む

こと。 

（１０）口腔保健支援センターの設置運営 

都道府県は、歯科口腔保健法に基づき、総合的な歯科口腔保健の施策に取り組め

るよう口腔保健支援センターを行政組織（機能）として設置するよう努め、庁内関

係部局や歯科医師会等の関係団体による協議の場を設け、全庁的かつ関係団体が

連携、協力し、地域の歯科口腔保健の施策を推進する体制整備に取り組むこと。こ

のため、口腔保健支援センターには、事業の企画、調整、評価に従事する歯科医師、

歯科衛生士を配置することが望ましい。 
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２ 地域歯科医療提供体制の構築について 

（１） 企画・調整・計画の策定・評価 

都道府県は、住民の歯科医療の確保を図るため、協議会等を活用し、市町村、 

関係団体、医療・福祉関係機関等と連携して、地域の実情に応じた歯科医療の推 

進に関する施策の策定、具体化を行うこと。また、適切な評価指標を設定した上で

ＰＤＣＡサイクルに沿った評価を定期的に行い、施策の改善及び充実に努めるこ

と。 

医療法（昭和 23 年法律第 205 号）に基づく医療計画の策定に際しては、在宅歯

科医療や障害者に対する歯科医療、無歯科医地区等の歯科医療の供給が十分では

ない歯科医療等、地域における歯科医療の提供体制が計画的に確保されるよう施

策の具体化を行うこと。さらに、介護保険法に基づく介護保険事業支援計画の策定

においても、歯科医療関係者と介護関係者との連携促進等の施策の具体化を行う

こと。 

なお、地域の歯科医療提供体制の評価にあたっては、レセプト情報・特定健診等

情報データベース（NDB）や各種医療統計等を活用すること。 

（２） 障害者に対する歯科医療提供体制 

都道府県は、一般に歯科治療が困難な障害者に対する歯科医療の提供体制の確

保を図るため、全身管理等にも対応可能な地域の拠点となる歯科医療機関の設

置・運営等に取り組むこと。また、地域の実情に応じて、身近な地域において可

能な範囲の歯科診療や定期管理等に対応できるよう、歯科医療関係者の育成や対

応可能な歯科医療機関の情報提供等を含めた障害者歯科医療の提供体制の構築

に取り組むこと。 

（３） 要介護高齢者に対する歯科医療提供体制 

都道府県は、地域包括ケアシステムの中で歯科医療提供体制を確保するため、

要介護高齢者等が自宅等の、住み慣れた生活の場で適切な医療を受けられるよう、

訪問歯科診療に従事する歯科医師、歯科衛生士等に対する人材育成等を行い、要

介護高齢者に対する歯科医療提供体制の構築に取り組むこと。 

また、医療介護関係者や住民からの相談窓口となる在宅歯科医療連携室の整備

についても、郡市区歯科医師会単位での設置等、きめ細かな相談体制の構築に努

めること。 

（４） 医科歯科連携の推進 

都道府県は、口腔衛生管理の重要性が強く指摘されている者（糖尿病を有する

者や周術期管理が必要な者等）に対する医科歯科連携の推進に取り組むこと。具

体的には、医科歯科連携の推進に向けた関係者会議や研修の実施、各種連携ツー

ルの作成等に取り組むこと。 
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（５） 円滑な歯科医療の提供に向けた病診連携、診診連携 

都道府県は、障害者や基礎疾患を有する患者等への歯科医療や摂食・嚥下機能

にかかる食支援の提供を円滑に行うため、各歯科医療機関の機能を把握し、見え

る化する等の取り組みを進めることにより、病院歯科と歯科診療所との病診連携、

歯科診療所間の診診連携の体制構築に努めること。特に、指針等により、歯科医

療提供体制の確保等が示されている疾患や対象患者については、その確保に努め

ること。 

（６） 災害時歯科保健医療体制の確保 

都道府県は、大規模災害時における歯科医療の確保、避難所等における口腔衛

生管理の対応等を迅速に行うため、歯科医師会、歯科衛生士会、歯科技工士会、

大学歯学部等と連携し、災害時対応の共有や人材育成等の体制整備に努めること。

また、災害時対応マニュアルの作成や人材育成等に努めること。 

（７） へき地、離島に対する歯科医療提供体制の確保 

都道府県は、無歯科医地区等のへき地、離島に対する歯科医療の確保を図るた 

め、必要に応じて、歯科診療班の派遣等を行うこと。 

（８）感染症の感染拡大時における歯科医療提供体制の確保 

都道府県は、新興感染症等の感染拡大時において、患者に対する緊急的な歯科治

療に対応できるよう、大学病院等の地域の歯科医療機関と協議、連携し、歯科医療

提供体制の確保に努めること。 

 

３  人材の育成・活用について 

（１） 歯科専門職等に対する人材育成 

都道府県は、都道府県に勤務する行政歯科医師、行政歯科衛生士を含む歯科専門

職等を対象に、歯科口腔保健を担う職員の育成を図るため、国立保健医療科学院等

の研修機関への派遣、経験に応じたキャリア形成や研修機会の確保の他、国や他自

治体との人事交流等も考慮した計画的な人材育成に取り組むこと。また、地域の実

情に応じ、歯科口腔保健に限らない公衆衛生の専門職及び管理職として育成する

ことも検討する等歯科専門職等の人材育成方針の策定に努めること。 

（２） 市町村の歯科保健事業担当職員に対する人材育成 

都道府県は、管内市町村の歯科保健事業の充実に資するため、市町村において歯

科保健事業を担当する職員（歯科医師、歯科衛生士、保健師、看護師、助産師、薬

剤師、管理栄養士、栄養士、その他の職員）を対象に、最新の歯科保健事業に関す

る情報提供や先進的な取組事例等に関する研修の実施に努めること。 

（３） 歯科健診や歯科保健指導に従事する歯科医師、歯科衛生士に対する人材育成 

都道府県は、市町村の歯科保健事業において歯科健診や歯科保健指導に従事す

る歯科医師や歯科衛生士を対象に、歯科保健指導の実施に必要な基本的な知識の
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他、学会見解やガイドライン等の最新情報、行動科学等の健康教育の充実に資する

情報提供を行う等、歯科専門職の人材の育成に努めること。 

（４）歯科口腔保健に関する住民ボランティアの育成、支援 

都道府県は、歯科口腔保健の施策のより一層の効果的な実施を図るため、住民参 

加型の地域ボランティアの活動が積極的に展開されるよう、地域の実情に応じて、

食生活改善推進協議会や介護予防等の自主活動グループ等の関連機関と連携し、８

０２０運動推進員等のボランティアの育成を図ることのできる体制整備に努める

こと。 

（５） 歯科専門職養成への協力 

都道府県は、大学歯学部、歯科衛生士・歯科技工士養成施設における学生教育び

歯科医師臨床研修に対する協力を行い、良質な地域歯科保健医療を担うことので

きる資質の高い歯科専門職の養成に対する支援に努めること。 

（６） 歯科専門職の人材確保 

都道府県は、地域の実情に応じて、歯科医療関係団体と連携しながら、子育てに

より離職した歯科衛生士や歯科技工士に対し復職に必要な研修や人材紹介等を行

う等、地域の歯科専門職の人材確保に努めること。 

 

４ 保健所における歯科保健医療業務について 

（１） 効果的な歯科保健医療対策の企画・連携・調整 

保健所は、管内の歯科疾患や歯科医療の提供状況等、保健、医療、福祉に関する

歯科情報の幅広い収集、管理及び分析を行い、市町村や関係機関に対して、これら

の適切な情報提供に努めること。また、地域の歯科保健医療に関する課題に応じて、

町村や歯科医師会等の関係団体と連携・調整を図りながら、効果的な歯科保健対策

の企画、実施に努めること。 

（２） 情報発信・普及啓発 

保健所は、管内の住民が歯と口腔の健康を維持・向上できるよう、市町村や歯科

医師会等の関係団体と連携しながら、歯科口腔保健に関する講演会の実施や啓発

媒体等を作成する等、積極的な情報発信・普及啓発に取り組むこと。 

（３） 調査・研究等の推進 

保健所は、管内の地域の歯科保健に関する実情に照らし合わせながら、歯科保健

の現状・課題等の調査・研究、効果的な歯科保健対策に関する研究等を関係団体、

研究機関、大学等との連携を図りながら実施すること。 

（４） 市町村に対する技術的な指導・支援 

保健所は、管内の市町村が実施する歯科保健事業の状況を把握するとともに、市

町村の各種歯科保健事業が効果的に展開されるよう、各市町村の歯科保健に関す

る課題分析、地元歯科医師会や歯科医療機関との調整、事業に対する助言指導、従
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事する歯科衛生士等の人材育成等、技術的な支援に取り組むこと。 

特に、歯科衛生士未配置市町村や市町村が新たな歯科保健事業を企画立案する

際には、積極的な支援を行うこと。 

（５） 在宅の障害者、難病患者等への専門的な歯科保健医療対策 

保健所は、歯科医師会や歯科衛生士会と連携しながら、在宅の障害者（医療的ケ

ア児を含む）や難病患者等に対する訪問を含めた歯科健診・保健指導、対応可能な

歯科医療機関との連携等、専門的な歯科保健対策の実施に努めること。 

（６） 障害者施設、介護保険施設における専門的な歯科保健医療対策 

保健所は、管内の障害者施設や介護保険施設において定期的な歯科健診や施設

職員による適切な口腔ケアの普及を図るため、歯科医師会や歯科衛生士会と連携

しながら、施設歯科健診への支援や職員に対する研修等の実施に取り組むこと。 

（７） フッ化物応用の推進 

保健所は、管内市町村に対して、う蝕予防におけるフッ化物応用の普及に努める

こと。フッ化物歯面塗布事業については、未実施の市町村に対し、その効果や意義

等について周知を行うとともに、フッ化物洗口事業については、管内の市町村及び

教育委員会、保育所、幼稚園、認定こども園、学校を対象に、効果や安全性につい

て研修や情報提供を行い関係者の合意を得た上で支援に努めること。また、フッ化

物配合歯磨剤についても、専門学会による見解に基づき、市町村の各種歯科保健事

業における歯科保健指導や普及啓発の機会を用いて、住民にその利用を推奨する

こと。 

（８） 事業所における歯科保健対策への支援 

保健所は、地域の実情に応じて、地元歯科医師会や商工会議所等の経済関係団体

と連携しながら、企業等の事業所における従業員対象の歯科健診（労働安全衛生法

（昭和 47 年法律第 57 号）に基づく歯等に有害な業務に従事する労働者に対する

歯科健診を含む）や健康教育等の歯科保健対策の導入等において、専門的な技術支

援に努めること。 

（９） 地域の歯科医療提供体制の整備 

保健所は、管内の歯科医療の提供状況や歯科医療機関の情報収集に努めるとと

もに、歯科医師会や市町村等と連携しながら在宅要介護高齢者や障害者等も含め

た科医療の提供体制の構築に努めること。また、必要に応じて、住民からの歯科医

療に関する相談対応や医療法等に基づいた歯科医療機関への助言指導等を行うこ

と。 

 

第二 市町村における歯科保健業務 

１ 歯科保健事業の企画・実施体制の整備について 

（１）歯科口腔保健に関する計画の策定・評価 
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市町村は、歯科保健対策を効果的かつ効率的に推進するため、歯科口腔保健の推 

進に関する基本的な方針となる歯科口腔保健計画の策定、または、健康増進計画や

介護保険事業計画等に、歯科保健や口腔機能向上に関する健康教育、歯科保健指導、

歯科健診等の取組方針を盛り込み策定するよう努めること。 

なお、策定にあたっては、市町村の地域特性、歯科疾患の状況、歯科医療資源等 

を把握するとともに、必要に応じ、都道府県や保健所の技術支援を受けながら、基

本的事項を踏まえた数値目標の設定及びＰＤＣＡサイクルに沿った事業評価も行

うこととし、実効性のある計画の立案に努めること。 

（２）行政歯科専門職の確保・配置・育成 

市町村は、地域の実情に応じた効果的な歯科保健対策が円滑かつ適切に実施でき 

るよう、各種歯科保健対策の企画・立案、歯科医療機関や医療・福祉関係機関等と

の調整を行う歯科衛生士等の確保・配置に努めること。 

また、歯科衛生士等を対象に、歯科口腔保健の専門職としての育成を図るため、 

国立保健医療科学院等の研修機関への派遣、経験に応じたキャリア形成や研修機会

の確保の他、行政職員としての育成を図る観点から関連部局への異動を行う等、計

画的な人材育成に努めること。 

（３） 歯科保健担当職員の資質向上 

市町村は、歯科保健事業の充実に資するため、都道府県や保健所が実施する研修

に参加させる等、専門的な技術支援を受けながら、歯科保健事業の企画立案や保健

指導に従事する保健師や管理栄養士等の資質向上に努めること。 

（４） 地域の関係団体及び関係部局との連携 

市町村は、歯科保健事業が円滑に実施されるよう、介護福祉、教育等の関係部局

との連携と密にする他、歯科医師会、歯科衛生士会等の歯科医療関係団体、大学・

学会等の学術機関、医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会等の保健医療関係団体、

介護関係団体、障害福祉関係団体、商工会議所等の企業関係団体との連携を密に図

りながら、効果的な歯科口腔保健の施策に取り組むこと。 

特に、近年、児童虐待と多数歯う蝕との関係が指摘されていることを踏まえ、児

童相談所との連携にも配慮すること。 

（５） 住民ボランティア団体との連携、育成 

市町村は、歯科保健事業のより一層の効果的な実施を図るため、地域の実情に応

じて、食生活改善推進協議会、介護予防等の自主活動グループ、子育てサロン、老

人クラブ等の住民ボランティア団体と連携し、必要に応じ、都道府県や保健所の技

術支援を受けながら、住民ボランティアに対し歯科口腔保健の啓発を行う等、各団

体の活動内容に歯科口腔保健の取組が盛り込まれるよう努めること。 
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２  歯科保健事業等の実施について 

（１） 妊娠期における歯科保健事業 

市町村は、妊娠期が食事内容やホルモンバランスの変化から、歯科疾患に罹患し

やすい時期であることや平成 10 年度から妊婦に対する歯科健診が地方交付税措

置されていることを踏まえ、妊産婦に対する歯科健診や歯科保健指導の実施に努

めること。また、地域のマタニティ教室等の機会も活用し、母親と子供の歯と口腔

の健康に関する健康教育等の実施に努めること。 

（２） 乳幼児期における歯科保健事業 

市町村は、母子保健法（昭和 40 年法律第 41 号）に基づく１歳６か月児及び３

歳児健診においては歯科健診を実施し、歯科疾患の早期発見、早期治療に繋げると

ともに、乳幼児健診の機会を活用し、乳幼児のう蝕予防に資する歯科保健指導や情

報提供に努めること。また、市町村の実情に応じて、２歳児、５歳児等における歯

科健診の実施も考慮すること。さらに、保護者を対象としたむし歯予防教室の実施

や、離乳食教室等の健康教育の機会を活用する他、各種パンフレット・ホームペー

ジ等も活用し、歯と口腔の健康に関する普及啓発に努めること。 

乳幼児期におけるフッ化物応用については、高いう蝕予防効果と安全性を踏ま

え、フッ化物配合歯磨剤の早期利用の推奨、保健センターや歯科医療機関における

フッ化物歯面塗布事業の実施に努めること。４歳以降については、地域の実情に応

じ、健康格差の縮小等の優れた公衆衛生学的特性を踏まえ、都道府県や保健所の技

術支援を受けながら、関係者の合意を得た上で、保育所、幼稚園、認定こども園に

おける集団フッ化物洗口の実施に努めること。 

（３） 学齢期における歯科保健事業 

市町村が設置する各学校における学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）に

基づく歯科健診については、教育委員会と密接に連携して実施するとともに、児

童・生徒に対する歯と口腔の健康づくりに関する健康教育や普及啓発の実施に努

めること。また、歯と口腔の健康づくりに関する図画ポスターコンクール、食育の

一環として、歯と口腔の働きによる「食べ方」の大切さについて学ぶ機会をつくる

等、児童・生徒に対する健康教育の充実に努めること。 

学齢期におけるフッ化物応用については、フッ化物配合歯磨剤の普及に努める

他、地域の実情に応じ、健康格差の縮小等の優れた公衆衛生学的特性を踏まえ、都

道府県や保健所の技術支援を受けながら、関係者の合意を得た上で学校における

集団フッ化物洗口の実施に努めること。 

（４） 成人期における歯科保健事業 

市町村は、健康増進法に基づき、成人期の歯周疾患の予防、早期発見、早期治療

に繋げるため、歯周疾患検診、歯周疾患集団健康教育、歯周疾患集団健康相談の実

施に努めること。また、特定健診・特定保健指導の機会においても、質問票の情報
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等を参考に、歯科医療機関の受診を勧奨すること。 

さらに、地域の実情に応じて、喫煙や糖尿病と歯周病との関連や口腔がんに関す

る普及啓発の充実に取り組む他、乳幼児健診の保護者を対象とした成人歯科健診

やがん検診、特定健診等の受診の際に成人歯科健診も受診できるようにする等、受

診機会の拡大にも努めること。 

（５） 高齢期における歯科保健事業等 

市町村は、介護保険法に基づく地域支援事業等を活用しつつ、高齢者の口腔機能

の維持、向上及びいわゆるオーラルフレイル対策の推進を図るため、口腔機能向上

教室や講演会等を開催するとともに、パンフレットの配布等の普及啓発に積極的

に取り組むこと。 

また、都道府県後期高齢者医療広域連合と密接に連携し、後期高齢者に対する歯

科健診の実施や啓発に取り組む他、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に

より、保健師や管理栄養士等と連携しながら、高齢者に係る口腔機能の低下に関す

る健康教育やアセスメントの実施、歯科医療機関への受診勧奨等の実施に努める

こと。 

これらの事業の企画立案・評価にあたっては、必要に応じ、国保データベース（Ｋ

ＤＢ）や地域包括ケア「見える化」システム等を活用し、対象者の抽出や事業評価

に努めること。 

（６） 要介護高齢者に対する歯科保健事業等 

市町村は、都道府県後期高齢者医療広域連合と密接に連携し、歯科医療機関への

通院が困難な在宅要介護高齢者に対する訪問歯科健診の実施に努めること。また、

介護保険施設における歯科健診の普及に向けて、都道府県や保健所の技術支援を

受けながら、施設歯科健診の支援に努めること。 

また、地域包括ケアシステム構築の一環として、介護保険法に基づく在宅医療・

介護連携推進事業等を活用し、在宅歯科医療に従事する歯科医師、歯科衛生士と、

介護関係職種との連携を推進するため、多職種連携研修の実施等、歯科医療機関と

の連携促進に資する取組の実施に努めること。 

（７） 障害者・障害児に対する歯科保健事業 

市町村は、障害者関係施設を利用する障害者・障害児に対する歯科健診の普及に

向けて、都道府県や保健所の技術支援を受けながら、施設歯科健診の支援に努める

こと。また、地域の実情に応じ、歯科医療機関への通院が困難な医療的ケア児等の

障害児に対する訪問歯科健診についても、都道府県や保健所の技術支援を受けな

がら、その実施に努めること。 

（８） 歯と口腔の健康づくりに関する普及啓発・情報発信 

市町村は、歯と口の健康週間等の様々な機会や自治体の広報誌・ホームページ等

を活用し、住民に対し、歯と口腔の健康づくりに資する積極的な情報発信に努め、
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８０２０運動のさらなる推進に取り組むこと。 

（９）地域の特性に応じた歯科保健事業 

市町村は、上記の（１）～（８）に示した事業の他、外国人対応、離島・中山間

地域等の無歯科医地区対応、生活困窮者対応等、地域の特性に応じ、必要な歯科保

健事業の実施に努めること。 

 

第三 保健所設置市及び特別区における歯科保健医療業務 

保健所設置市及び特別区は、「第一 都道府県及び保健所における歯科保健医療業

務」のうち、４（４）等の市町村支援や広域調整を除く全ての業務並びに「第二 市

町村における歯科保健業務」に掲げる全ての業務の実施に努めること。 

また、保健所設置市及び特別区は、都道府県と緊密に連携し、共通する歯科口腔保

健の課題の解決に向けて、役割分担を図りながら、地域の歯科保健医療体制の構築を

図ること。特に歯科医療提供体制の構築に際しては、都道府県の果たす役割が大きい

ことを踏まえ、自治体の規模に応じ、都道府県との緊密な連携、役割分担のもとで取

り組むこと。 

 

都道府県等の地方公共団体における歯科保健医療業務は、歯科保健や歯科医療を取り巻

く状況に伴い刻々と変化するものである。このため、本指針においても、基本的事項の見直

し等の歯科保健医療の検討状況を踏まえて、定期的に見直しを行うこととする。 
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（６）保健所圏域マップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●保健所担当課一覧 

保健所 郵便番号 所在地・電話番号 振興局 

 乙訓保健所保健課 

 健康・母子保健支援係 
617-0006 

 向日市上植野町馬立８ 

  075-933-1153   FAX 932-6910 
 

山城 

 

 山城北保健所保健課 

 健康・母子保健支援係 
611-0021 

  宇治市宇治若森７－６ 

  0774-21-2192   FAX 24-6215 

 山城南保健所保健課 

 健康・母子保健支援係 
619-0214 

  木津川市木津上戸１８－１ 

  0774-72-0981   FAX 72-8412 

 南丹保健所保健課 

  健康・母子保健支援係 
622-0041 

  南丹市園部町小山東町藤ノ木２１ 

  0771-62-4753   FAX 63-0609 
南丹 

 中丹西保健所保健課 

 健康・母子保健支援係 
620-0055 

  福知山市篠尾新町１－９１ 

  0773-22-6381   FAX 22-0429 
 

中丹  中丹東保健所保健課 

 健康・母子保健支援係 
624-0906 

  舞鶴市字倉谷１３５０－２３ 

  0773-75-0806   FAX 76-7746 

 丹後保健所保健課 

 健康・母子保健支援係 
627-8570 

  京丹後市峰山町字丹波中嶋８５５ 

  0772-62-4312   FAX 62-4368 
丹後 

 

丹後保健所 

中丹東保健所 

乙訓保健所 

南丹保健所 

中丹西保健所 

山城南保健所 

山城北保健所 
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